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議長（永田耕朗君）  

   おはようございます。ただいまの出席議員数は 14 人です。  

   定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  

   本日の日程は、お手元に配付のとおりとします。  

   日程第１、一般質問を行います。  

   昨日に引き続き、一般質問を行います。  

   11 番今橋壽子君の発言を許します。  

11 番（今橋壽子君）  

   おはようございます。11 番今橋壽子でございます。榎並谷町政に

対しまして最後の質問になりますが、通告に基づきまして３点ほど

質問をさせていただきます。  

   質問の前に、先だって９月１日に高知新聞社及びＲＫＣ高知放送

主催で、金婚夫婦祝福式典が土佐市で催されました。そのお席にお

招きをいただき、佐川町からは 11 組の夫婦が参加させていただき、

関係者から多分なお祝いと記念品をいただきました。  

榎並谷町長さんも多忙の中、御出席くださり、思いがけない心温

まる記念品をいただきましたことに、この場をお借りしまして感謝

を申し上げます。特に記念品の１つとして、ことし、佐川町では北

海道北見市と姉妹都市提携 25 周年を迎えた年に、金婚式を迎えた

ということで、常呂町の手工芸で、心込められた「ところ流氷焼」

の一輪挿しを添えてくださったことと記念品を入れてくださった

紙袋にも一工夫されており、おめでとうのメッセージにも心ある内

容で感激いたしました。  

この式典は、仁淀川町、越知町、日高村、土佐市、佐川町の合同

式典でありましたが、佐川町の記念品が一番よかったのではないか

と思いますと同時に、それぞれの市町村長さんが何も言わずに、そ

れぞれの代表者に記念品を渡されていましたが、榎並谷町長は、佐

川町は酒どころ、司牡丹、仁淀川ブルーを会場の皆さんに宣伝しな

がら渡してくれました。こうした一言に、私は、榎並谷町長の佐川

町に対する熱い思いをかいま見ることができまして、感心をし、ま

たうれしくも思いました。  

また、今期で御勇退されますことに何かと御苦労様と申し上げま

す。しかし、まだ残された任期中に、最善を尽くしてくださること

をお願いして、質問に入らせていただきます。  

まず、１問目。防災対策について、この件につきましては、昨日
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２名の議員からの御質問もありましたので、簡単に質問をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。  

自主防災組織の立ち上げとともに、自助・共助・公助の認識も少

しずつ高まりつつ、それぞれの立場で防災意識を学ばれています。

先だって、黒岩小学校では、６月 28 日から 30 日の３日間、文部科

学省の授業の１つとして「防災キャンプ in 黒岩」と催され、地域の

方々と子供たちの体験学習は、実のある催しだったとお聞きしてい

ます。  

しかし、佐川町全体としては、まだまだ地震に対しての危機意識

が十分でないと考えられます。それは、地震による津波の心配がな

いからかもしれませんが、天災は地震だけではなく、集中豪雨によ

る災害、崖崩れ等も想定しなくってはなりません。まず、避難場所

になる身近な集会所の安全性の確認は十分できているのか、とまた

自主防災組織の立ち上がりができても、それぞれの組織が十分に機

能しているか指導をされているのですか。２問について質問させて

いただきます。よろしくお願いします。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。昨日の氏原議員の御質問とも多少重複する

ところもございますが、お答えをさせていただきます。  

町の地域防災計画では、各自治会の公民館や集会所、全部で 73

カ所ありますが、を緊急避難所として指定をいたしております。こ

の 73 カ所につきまして、平成 23 年度に実態調査を行いました。そ

れによりますと、浸水に対し危険と判断されたのは 12 カ所。それ

から建物が古いなどの理由により地震に対して危険と判断された

避難所が 63 カ所に上りました。  

そこでですね、きのうも氏原議員の御質問にお答えしたんですが、

耐震診断それから耐震補強等に対する補助のことなんですが、より

ちょっと具体的に申し上げますと、緊急避難所の耐震化にかかる部

分につきましてはですね、住宅・建築物安全ストック形成事業とい

う県の事業がありまして、これは県の所管が住宅課になるんですが、

これに対しまして補助率が３分の１、いろいろ上限等ございますけ

ど、上限改修が１平米当たり４万 7,300 円とか、あと耐震診断が１

平米当たり 2,000 円とかいうことがございますけど、そうした補助

がございます。  

これについては、今私が聞いている範囲では、いわゆる建物の登
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記といいますか、が、必ずしも必要ではないと。例えば、自治会が

地縁団体を結成して、そこの所有者になって申請するという、必ず

しもそういう手続は、必要ないとは聞いております。ただ、そのあ

たりはまだ、より詳細には、ちょっとまだ把握はしておりませんけ

ど、そういう形であれば、自治会が所有するといいますか、管理し

ている建物を申請するという形になろうかと思います。  

それからもう一つ。コミュニティセンター助成事業というのがあ

りまして、これは、県、地域づくり支援課というところが所管して

ますが、ここは補助率が５分の３、上限が 1,500 万円。ただし、新

築に限るということで、ただしこれはですね、先ほど申し上げまし

た地縁団体名義の保存登記が前提になると。地縁団体による申請が

必要になるという、ちょっとハードルがある。そういうようなこと

があります。  

こうした県補助に加えて、町の補助をどうしていくかとかいうこ

とは今後検討の課題だと思っております。  

いずれにしましてもですね、町としましては、まずは耐震診断を

行う、それから診断結果が芳しくない場合は、改修を行っていただ

くと、現段階はですね、そういう形で、管理者、いわゆる自治会の

管理者の方々に対するですね、指導を行っていくとともに県や国に

対し、自治会等が避難所の改修を行う場合にかかる経費の支援を今

後とも要請してまいりたいと思っています。  

なお、２年ほど前にですね、消防団の協力を得まして、各自治会

の 73 の緊急避難所にしている公民館、集会所の地震及び水害に対

応できるかの調査を先ほど申し上げました、行いましたが、先ほど

は、浸水それから地震、それぞれのことを申し上げましたが、両方

ともですね、地震、水害ともに対応できそうもない施設というのは

全部で９カ所あります。  

だから、そういう意味もありますんで、こういうことを踏まえま

して、ことし地域防災計画の見直しを行うんですが、その際に、緊

急避難所の指定の見直しもちょっと考えていかなくてはならない

というに思ってます。  

それから次、自主防への指導ですけど、最近、特に自主防の方々

の御努力によってですね、今、もう５地区ほとんどが、連絡協議会

というのが結成されました。一番近くは佐川地区の連絡協議会が結

成されて総会も行われました。これは非常に前進してるということ
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で、あとはですね、町全体のいわゆる自主防を取りまとめる協議会

というのを、これから結成していきたいと思ってます。  

そうすると、非常に連絡も密にいきますんで、そういう形の、こ

れから前進を図っていきたいと思ってます。そういう意味合いでは

ですね、非常に自主防、多少の温度差はありますけど、それぞれ積

極的にですね、自主的な防災訓練とか、もう行っていただいており

ますし、これからも町としても自主防のリーダー研修とかですね、

そういうことにも特に力を入れていきたいというに思っています。

以上です。  

11 番（今橋壽子君）  

   それこそ、先ほど答弁もございましたが、防災組織にも温度差が

あるということをお聞きしましたが、今、その部落にもいろんな部

落長さんが１年交代とか、いろんな形で、なかなか徹底できてない

ところ、そういうところもございますので、また早急に、そういう

遅れている部門に対しては、細やかな御指導をしていっていただく

ことをお願いします。  

   それとまた、防災組織は立ち上がっても、せっかくその機能がな

かなか、どういうかね、多彩であり、なかなか難しい部分もあるけ

れど、自分たちが家庭でできることとしましては、今、やはり、ま

ず備蓄の問題もあると思いますので、今私が家庭におる主婦の１人

として考えるのには、やはり一つ一つの家庭が、せめてお米だけで

も１週間分は蓄えておくというぐらいの指導もしていくことも必

要ではないかと思われます。  

   もし、この災害が起きた場合には、やはり県の応援団とかいろん

なものにしましても、やはり津波のあるところを対象にまず動かれ

ると思いますので、佐川町とか越知町なんかに対しては、津波のな

いところは、やはり後回しというような形になるのではないかと思

いますし、緊急に取り組んでいく必要があるのではないかと思いま

すので、その件をよろしくお願いいたします。  

   これに関しましては、以上でございます。  

   次に、路線バスについてです。人口の減少や車社会となって空気

を運んでいるのではないかと言われ、路線バスの見直しについての

必要性を言われて、もう 20 年ぐらいになると考えられます。その

間、国の交付税等、いろんなしくみの関係で何の解決策もないまま

今日に至っていると思われます。時代の変化とともに、早急に取り
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組む必要があるのではないかと思われますが、町としてはどのよう

にお考えなのか御答弁願います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。初めに、ちょっと今橋議員も触れられまし

たけど、交付税の措置の関係。ちょっとそのことについて御説明申

し上げますと、特別交付税の措置はですね、８割ございます。これ

は、今現在、運行補助として 870 万円ほどでしたか、支出をいたし

ておりますんで、その８割、大体 700 万前後になりますか、ぐらい

の交付税措置があるという、ただしこれは赤字、いわゆる補助金を

出した状況でもまだ赤字であるということが前提になりますんで、

そういうようなことがございます。  

   それで御質問ですけど、代替バスの運行は、土電、これは黒岩地

区でしたが、それからあと国鉄、尾川地区を走っておりましたが、

その一般乗り合いバスの運行廃止に伴いまして、黒岩観光と廃止路

線代替バス運行依頼に関する覚書というのを締結いたしまして実

施をしている状況です。あわせて運行補助、先ほど申し上げました

運行補助等を行っております。  

   おっしゃったように、バス利用者数は年々減少しておりまして、

町補助金と利用料金収入では収支が合わない状況となっています。

また、地域住民には存続を望む声が強くあるということは言えます。

また、交通条件の悪い山間地域の高齢者の方、障害者の方にとりま

しては、こういう方、特に障害者の方は、福祉ガソリンとか福祉タ

クシーのチケット等がございます。そういう対応もしておりますが、

移動手段の確保は切実な問題になっているというに考えておりま

す。  

   バスの、それからあと運行地域の拡張に当たりましては、町バス

事業者、利用者、経費等の面から時間をかけて検討する必要がある

というに考えてます。  

   あと、デマンド型乗り合いバスとかタクシーの運行についても、

一部の地域だけでなく町全体の課題と捉えまして、現在運行してお

りますバス事業者、タクシー事業者への影響等も十分配慮しつつ、

地域の皆さん、有識者や関係機関、事業者等の皆さんの意見、要望

等を聞きながら、適切な方法を検討していきたいと思ってます。   

   先般の議会で、松本議員からも御質問があって、それに対しても

お答えしましたけど、いわゆる公共交通の委員会、そういうものを
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立ち上げていくという形で、いろいろ検討を重ねていきたい。まず、

手始めには、庁内の、庁内というのはこの庁舎内という意味ですけ

ど、の検討チームの設置とか、あと庁舎外の有識者、関係機関を含

む委員会の設置、そして先ほど言いました公共交通機関の委員会の

ようなものをこしらえまして、計画書の策定等を考えていきたいと

いうに思っております。以上でございます。  

11 番（今橋壽子君）  

   先ほどの御答弁では、改革をしたい、検討したいという思いを、

ずっと 20 年間の間に、いろんな形で御答弁があったと思いますが、

そういう委員会とかそういうものは、１度でもしたことがあります

か。御答弁お願いします。  

総務課長（岡林護君）  

   恐らく、私が担当して以来はありませんし、それからそれ以前は、

ちょっとよくは、はっきりは認識しておりませんけど、恐らくなか

っただろうと。そのために、今までなかったんで、今後そうした委

員会を設置という方向で、展開していきたいというに考えておりま

す。  

11 番（今橋壽子君）  

   私も、議員といたしまして、歴代の首長にもいろいろと提案した

こともございましたけれど、やはり、その要望に対して、どういう

かね、この議会そのものがセレモニーになっているんではないかと

思います。というのは、やはり提案しても、それを実践してなかっ

たことによって同じことの繰り返しで、何も進化がないということ

で、この 20 年間というものが成り立ってきたのではないかと思い

ますが、今、時代の状況も、もう昔とは、もう 180 度ぐらい変わり

つつある中で、もう少し庁内での改革意識とかそういう取り組みを

もっと真剣に捉えていただかなければ、この議会そのものが一つの

セレモニーになっているのではないかとも懸念されますので、もう

少し、私たち住民の要望を代弁さしていただきゆう、その気持ちを

もっと真剣に取り組んで、早急に検討し、実践に移していただける

ことを期待いたしまして、この問題も簡単ですが終わります。  

   すいません、それこそ、これも１つ抜かっておりましたが、町広

報誌によりますと、地区懇談会でも路線バスについての質問もあっ

たということですが、やはり早急に住民の声も、直接に執行部の皆

さんもお聞きになったとは思われますので、ぜひ、早急に取り組ん
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でいただけることを要望いたします。  

   次に、最後に、霧生関公園についてでございます。榎並谷町政の

８年間の中で、町民が一番関心の深かった問題は、何と言っても、

この霧生関公園の問題ではなかったかと思われます。また、同時に、

町長初め職員の皆さんが、頭を使われ、また心も痛められた事件だ

ったと思われます。  

この問題については、私も議会では何度となく質問をさせていた

だきましたので、そのたびごと、これまでの経過等は十分理解をし

ていますが、今回の質問は、６月議会での答弁をいただきました地

権者との用地境界の等価交換の結果と火薬庫の移転についてです。

任期中に正して後任の行政を引き継ぐと答弁でしたので、そのめど

はついたのでしょうか。町長にお伺いいたします。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   おはようございます。今橋議員さんの御質問にお答えいたします。

先ほど来、冒頭にはお褒めの言葉もいただいたようでございまして、

最後に大変、私もちょっと心かゆい、面はゆい気がいたしました。

ありがとうございました。  

   そして先ほどのバスの関係、これも確か 20 年間、私も８年間扱

っておりまして、大変頭の痛い問題でございます。何にもしてない

と言われたら、ほんとにそのとおりでございますけども、実は、こ

の間にも、例えば私も１回地元経営者の社長さんと一緒に回って、

そのときに、具体的にどういうことをしたらいいかというようなこ

とも検討いたしましたけども、なかなか地元の要望、そして時代の

変化というのはなかなかやっぱり解決できてなく、現代にきており

ます。  

   大変これは、一部では、空気運んでると。これは事実でございま

すし、さりとて、これがなくなったらという声もございますから、

大変この問題については、また今後、厳しい情勢が続くんじゃない

かということでございますけども、何らかの解決策は必要かなとい

うに思っております。  

   そして、霧生関でございます。ほんとにこの８年間、議員の皆さ

んにも大変御指摘もいただきました。また町民の皆さんからも「あ

んなもん、いらんじゃないか」というお声が議会を通じて、何回も

私のほうにも聞こえてまいってきたわけでございますけども、昨日

の答弁でも申し上げたとおり、行政、これは継続でございまして、
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町民に約束したこと、それをきちっと仕上げていくのが役目の１つ

であるということもお答えいたしました。  

若干、地権者とのトラブルがございまして、これは、十数年来解

決できずに放置されてきたものでございまして、このところ、やっ

と地権者の了解も得て、今の状況になっておりますけども、最後の、

先ほどの御質問の境界の設定そして支障物件、これは火薬庫でござ

いますけども、これの移転、この２つが残ってございました。  

境界の設定につきましては、従来、地権者との利用、そして町も

利用勝手がいいということで、いわゆる面積の等価交換、これで基

本的に合意をいただいております。そして、火薬庫につきましては、

適切な移転先があれば応じるというところまで話を進めてきてお

りますけれども、まだその適地がなかなか見つからないと。これは、

利用者の方と、そして近隣の地形、そうしたことがちょっとネック

になりまして、結論には至っておりませんけども、鋭意、関係者と

協議をしてございまして、できたら、できるだけ早く解決をしてい

きたいというに考えております。  

大変、この霧生関につきましては、町民の方々にも不信感もあお

いだことにつきましては、これは私の不徳のいたすところでござい

ますけども、ぜひ、所期の目的に沿った形で、そして多少、昨日も

御質問ありましたけども、形も変わったというような話がございま

すけども、基本的には、いわゆる運動公園という形でございまして、

その後、時勢の変化によりまして、ヘリポートの設置、あるいは一

部テニスの愛好者の皆さんからも要望もいただきまして、これは議

会の請願も受けていただいたというに思っておりますけども、そう

いう形での、将来、利用勝手のいい、そしてもう一つは、できるだ

けメンテナンスの費用が要らないような形で仕上げていっていた

だくように、ぜひ、後任の方にはお願いを申し上げたいというに思

っております。以上です。  

11 番（今橋壽子君）  

   先ほどの御答弁では、やはり努力はしたけれど、まだめどはつい

てないというように了解してよろしいんでしょうか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   解決をまだ、火薬庫については解決ができてない、行き先がまだ

決まってないという状況で、鋭意、関係者と協議を重ねているとい

うように申し上げました。用地の境界につきましては、了解をいた
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だいております。  

11 番（今橋壽子君）  

   まだ、町長は１カ月余りの任期がありますので、最後まで最善を

尽くして交渉して、町民の納得のいくような方向に進めていただく

ことを期待して、この問題につきましては、質問を終わらしていた

だきます。  

   最後に、私、男女共同参画を、それこそ 20 年前から唱えらして

いただきまして、この榎並谷町政のときにやっと男女共同参画計画

の方向性を取り組んでくださることになったことに敬意を表しま

して、私の質問は終わらしていただきます。以上です。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、11 番今橋壽子君の一般質問を終わります。  

   引き続き、10 番西村清勇君の発言を許します。  

10 番（西村清勇君）  

   10 番、西村でございます。おはようございます。議長のお許しを

いただきましたので、この場から４点ほどの質問をさせていただき

たいと思いますが、通告順をちょっと変わるかもわかりませんので、

よろしくお願いします。  

   まず、１番目の冨士見町の町営住宅について、それから２番目に

サッカー場について、そして３番目に黒岩の保育について、それか

ら４番目に霧生関の問題とやらせていただきたいので、よろしくお

願いをいたします。  

   まず、冨士見町の町有地について、お尋ねをいたしたいと思いま

すが。この町有地は、図書館の真横にあります町有地でありますが、

以前に、図書館の駐車場が少ないということで、半分ぐらい、約半

分ぐらいと思いますけども、駐車場にした土地ですが、今現在、草

になりまして全然使用をしてないわけですが、この土地につきまし

て、現在、何かに使うという予定があるのかどうか、まずお聞きを

したいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。冨士見町の図書館横のいわゆる町有地のこ

とでございますけど、現在のところですね、何に使うかという計画

はございません。そのほかにも遊休地いくつかありますけど、これ

らについてもですね、何らかの今後考えていかなくてはなりません

が、現在のところ、特におっしゃっている箇所についてはですね、
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計画はございません。  

10 番（西村清勇君）  

   使い道がまだ決まってないというお答えをいただきました。使う

予定がなければ、この町有地を有料駐車場にして活用してはどうか

なと思っておりますが。  

何でかといいますと、今、横の冨士見団地ですけども、冨士見団

地が、現在与えられているのは、駐車場としては１台分しかないと

思いますが、今は、ほとんどの方が車を２台ぐらいは持っている状

態で１台置くのに非常に不便をしておるところです。  

最近になって、青空駐車でものすごくつかまりまして、もう私の

知っちゅう人でも５人や６人ではありません。青空駐車というがは、

非常に罪が重くて、切符切られるだけじゃなしに裁判所まで行って、

裁判で罰金を訴えられるというような非常に思い罪になりますの

で、何とか駐車場がないろうかというようなお話を聞いておりまし

たし、それから前の一般の方も駐車場がありますけども、そこもも

ういっぱいになっておりまして、借ることができないというような

ことで困っておる方がたくさんいますので、これを、冨士見団地だ

けの人じゃなくて、一般の人でも利用できるような駐車場にならな

いかなと思っておりますけど、もう一度このことについて、担当課

長にお聞きしたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。先ほどの町有地を有料駐車場にという御提

案でございます。特に、主に、冨士見団地の入居者の方々が、今現

在１台分しか置けない、通常、今、大体１家が２台とかですね、車

を持っている状況であるんで、そういう方々を特に対象にして、そ

ういう有料駐車場にしてはどうかということでございます。  

   ただ、まぁ、もちろん検討さしていただいてですね、ただ、民業

の圧迫とか、そういうあつれきを生むことも考えられますんで、そ

ういう観点もいろいろ含めて考えながらですね、検討をさしていた

だきたいと思います。  

10 番（西村清勇君）  

   あつれきというか、個人の駐車場としてはもう１カ所しかありま

せんので、そこはもう満杯になっておりまして、もう何年も前から

ずーっと私も、中をもちまして当たってきましたけど、なかなかあ

かない状態で、もう一つ喫茶がありまして、そこが駐車場にできた
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ようでもありますけども、そこももうほとんどいっぱいになるとい

うことを聞いてますので、何とか駐車場をつくっていただきたい、

このようにお願いしたいと思います。  

   それから、もう１つ。西佐川駅前に、総務委員会で１回視察にい

きましたけども、そこにも同じような売れ残りの町有地があるんで

すけど、それもなかなか、もう一般の人に宅地としてはなかなか売

りにくい土地ではないかと私は思います。何かといいますと、汽車

の、余りにも近くで、高音があるのでなかなか難しいし、それから

以前も購入をしていただいた方も返品がきたというようなことも

聞いておりますし、そんな形で、なかなかもう宅地には難しいと思

いますが。ここも今、ガソリンがすごい値上げがありまして、そし

て汽車通の人がなかなか増えたというようなことも聞いておりま

すが、これも同時に一緒にしたら、活用してはどうだろうかと思い

ますが、この点はどうでしょうか。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。おっしゃっておられます西佐川の近くの町

有地でございますけど、これについてもですね、確かに、おっしゃ

るように線路のすぐそばですんで、余り宅地としては適しているか

どうかという確かに疑問点もありますし、ただ、逆にいえば線路の

すぐ近くで、鉄粉が結構飛んでくるとか、あとそれから、近くの、

確か、駐車場を貸してる業者さん、業者さんというか、がおいでる

んじゃないですかね、西佐川のところには。そういう面での民業と

いいますか、民業についての圧迫ですね、圧迫とかそういうことも

考慮に入れながらですね、先ほどの土地と同じように検討させてい

ただきます。  

10 番（西村清勇君）  

   わかりました。また、この点について検討をお願いしたいと思い

ます。  

   それともう１点。団地の室内の件ですが、シャワーについて、ち

ょっとお尋ねをしたいんですが。今、若い方が重点的に団地へは入

っていると思いますので、シャワーが、ほとんどの、ほとんどとい

うか全室についてなかったわけですけども、今は、給湯器ですかね、

給湯器が壊れましたら、役場のほうと使用の方とで話し合いをした

結果で、シャワーつきにするとか、釜だきにするとかいうような形

で、今、かえていきゆうと思いますけども。それが壊れん限りはシ
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ャワーもつけれんというような形になっているそうですけど。  

大体お聞きしますと、ほとんどの方が、もう夏場やったらもうシ

ャワーだけでいいので、ぜひシャワーをつけていただきたいという

のが、ほとんどの方でしたが。シャワーだけじゃなしにお風呂の中

自体も、非常に僕も入ったことがなかったので、気がつきませんで

したけども、以前、子供が入らせていただきまして、入ることがや

っとできたわけですが、非常に汚くて、これにはもうびっくりしま

した。  

風呂の中までの改善いうたら、なかなかお金も要ると思いますの

で大変やと思いますけども、そういった、どっちにしても壊れると

かえていかないかんというようなことになっておりますので、これ

が何かの過程で補助が、補助体制になればやね、もう早めに、壊れ

なくても早めにかえていったらどうだろうかと思いますが。  

けど、冨士見団地だけじゃなしに、池田団地もあると思いますけ

ど、一回にかえるということはなかなか難しい、お金も要ることで

すので、難しいと思いますけども、順次、一つずつかえていくよう

な形がとれたらなぁと思いますけど。なかなか難しい問題かもわか

りませんけども、この点はどうでしょうか、課長、よろしくお願い

します。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   おはようございます。お答えいたします。先ほど御質問の中で言

われましたとおり、風呂釜が故障して交換する必要が生じた場合に、

シャワーを希望する入居者については、シャワーなしの風呂釜とシ

ャワーつき風呂釜の比較して、その差額分を入居者に負担してもら

った上、また、さらに退去時には、そのまま設置しておくことを条

件に、役場でシャワーつき風呂釜を設置しておるというのが今のや

り方でございます。  

   故障交換時に、シャワーなしの風呂釜を選択した入居者も、中に

はおります。その全く問題のない新しいシャワーなし風呂釜も、そ

ういうことで多々あることも事実であります。シャワー取りつけを

希望するということだけで、まだ使用可能な風呂釜を撤去して公費

で新しいシャワーつき風呂釜を設置するというのは、今までやって

きた観点から言うたら、なかなかできんのが実情でございます。  

   ただ、近年の生活状況、入居者の生活状況とかいうのを考えてみ

ますと、確かにシャワーだけを使うとかいう場合も、多々あるのも
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事実です。私もそんなふうにもして過ごしますので、それも事実で

あろうかと思います。  

   課題はいろいろあるでしょうが、やはりそういった生活環境の変

化等々を考えますと、このままにするのかどうかを検討せないかん。

検討して、今御質問の内容に添えていけれるようにするのが可能か

どうか、そこのあたりから内部で議論を進めていき、検討していく

必要があろうかと思います。  

   そういうことでございますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。  

10 番（西村清勇君）  

   壊れた順に交換をしていきゆうと、いうことの答弁もありました

し、私もそういうように思っておりますけども。もういずれにして

も、もう建物も古いし、それからもう釜自体も、もう最初からかえ

たことのないような釜がついておりますし、もういつ壊れてもおか

しくないような部屋ばっかりだと私は見ております。  

   いずれにしても順番にかえていかないかんなろうと思いますの

で、何かの形で補助金がもらえるような形があれば、もう、１回に

かえて、棟別に順番にかえていったらどうだろうかと思いますので、

この件についてもぜひ検討をしていただきたい。このように思いま

す。  

   それでは、町営住宅については、これで終わりたいと思います。 

   それでは、２点目のサッカー場について、お尋ねをしたいと思い

ます。  

今年は、例年になく１カ月以上も雨が降らなくて、渇水状態が続

きました。こういった中で、サッカー場の芝生の問題ですけども、

芝生は、大体７月から８月にかけてつくるというのが、今の目的や

と思いますけども。この７月８月の渇水のときに、スプリンクラー

を、水を打たんといかんのに、ため池の水がなかったというような

ことで、スプリンクラーを回すことができざったというなことを聞

いておりますけど、これはもうわかっておりますでしょうか。  

教育次長（岩本敏彦君）  

   西村議員さんの質問にお答えします。水がかなり少なくなり、心

配をしました。承知をしておりました。以上でございます。  

10 番（西村清勇君）  

   水がなかったということは、水が漏れておったというように考え
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れますが、まだ、あそこはつくって 16 年ぐらいですかね、サッカ

ー場は。15、6 年ぐらいで、水が漏れてほとんどなかったというよ

うなことは、何か設計ミスか工事ミスかじゃないかと思うんですけ

ど、これは、早くから、そんな漏れゆうことを気がついちょったが

ですかね。  

教育次長（岩本敏彦君）  

   これまでにも、調整池については漏水がひどくなり、２度ほど対

策を行っております。そういったことで、３回目ということではな

く、以前から蒸散や、それから目地からの漏水というのはありまし

たので、それは許容範囲内で考えておりました。以上でございます。 

10 番（西村清勇君）  

   これから先は、ことしは特別に、暖冬で渇水が、という話もあり

ましたけども、この問題は、今年だけでは済まないと思います。こ

れから温暖化になりまして、こんな状態は常に起きるとも思ってお

らなければならないと、このように思いますが、その水漏れを直す

というのは、どういうような形で直るんですかね。ちょっとわかり

ませんけんど、私には。ちょっと、何か、予定をしてますか。  

教育次長（岩本敏彦君）  

   雨が、しばらく降らないと、すぐにかれてしまいますので、渇水

などの対策として、アップ場の底に井戸を構えてあります。そして、

ポンプで調整池にくみ上げるようにしておりまして、今回、すぐに

それが何年も使ってなかったので、稼働しませんでした。それで、

それの調整をしてもらうのに、ちょっと期間がかかりましたので、

すぐにそれができなかったという状況です。  

   漏水については、エラスタイト、縦の目地ですね、伸縮目地。そ

こがボロボロになりまして、１回、そこも埋めております。それか

ら、２度目が底の部分の、斜めにおりたところと継ぎ手ですね、そ

ういったところから漏水が始まりまして、それも対策を２回目しま

した。今回もちょっと、どういう状況なのかは見ながら、やってい

こうかというふうには考えております。  

10 番（西村清勇君）  

   水漏れは、なかなか止まりにくいです。これを、止まりにくいけ

ども全部やり直すいうたら莫大なお金が要ると思いますので、なか

なかかえることはできないとは思いますけども、大事なときに水が

使えないようなことでは、全然機能をしませんので、何とかの形で、
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水を欲しいときには、スプリンクラーが回せるような形は、ぜひ取

っておかなければならないと、このように思います。  

うちの芝は、よそのところにはないぐらいないい芝と言われてお

りますので、芝を大事にせんとサッカー場の意味がありませんので、

その点を気をつけていただいて、水がなくならんように、ひとつよ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。  

それでは、サッカー場については、これで終わりたいと思います。 

３番目の黒岩の保育について、お尋ねをしたいと思います。  

今、現在、黒岩の中学校の耐震をやられておりますけども、これ

が終わるともう、きのうの答弁の中でもちょっとありましたが、小

学校、中学校はもう全て耐震が終わることになろうかと思いますが、

来年度から、次は保育に入ってくるようになってくると思います。

保育では、黒岩と永野と２カ所になっておりますけれども、この黒

岩の保育ですけども、非常に、もう昔の建物で、使い勝手が悪いと

言われております。  

どんなとこが使い口が悪いかと言いますと、少し挙げてみたいと

思いますけども。１つ目として、各保育室から庭が全く見えないと

いうがが１点。それから２点目に、部屋に収納の場所がなくて、荷

物が置けないので、荷物は、もうほとんど保育室や机の上に置いて

おるというような状態です。それから、大型の救急車が園の近くま

で入れないということ。それからプール側ですが、西側にあります

けども、そこが地盤がちょっと狂いまして、大分、段差が、今現在

できております。それから乳児が使う手洗いの構造になってないの

で、非常に使い勝手が悪いというようなことと、それから土砂災害

危険地域にあり、大変不安なというようなこと。それから、０歳児

などの受け入れる構造になっていないというようなことで、悪いと

ころばかりです。  

実は、私が見ただけじゃなくて、園長さんのほうから、どういっ

たところが特に悪いよ、というなことで、ここに書いていただいて

おりますけど、これを全部読みよったら時間がかかりますので、こ

の園長さんから、ここへ出ておりますので、これを後でお渡しをし

たいと思います。  

そんなことで、非常に使い勝手が悪いというように思っておりま

すが、この黒岩の保育は、何年ぐらいに建てられてますかね。ちょ

っと、わかればちょっと教えていただきたいですけど。  
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健康福祉課長（岡崎省治君）  

   西村議員の御質問にお答えいたします。黒岩中央保育所は、昭和

52 年の建築となっております。以上です。  

10 番（西村清勇君）  

   52 年ですか。勉強不足で申しわけありません。そうすると、約

36 年ぐらいかな、たっておるというような計算になるんではないか

と思いますが、この黒岩の保育については、診断を受けても、なか

なか受けれる状態ではないんではないかなというように思います。

もう診断を受けるよりかは、もう今のところをちょっとかえんとい

かんなるかもわかりませんけども、どっかいい場所があれば、そこ

へ新しく建てかえたらいいんじゃないかなと、このように思います

けども、この点について、どうでしょうか。  

健康福祉課長（岡崎省治君）  

   お答えいたします。この黒岩中央保育所につきまして、それから

永野の永野保育所につきまして、今年度予算の中で、耐震診断を図

るように予算化を行っております。  

   永野のほうは診断を受けておりますが、この黒岩中央保育所につ

いて、御質問のとおりに、形状的にですね、なかなか診断ができに

くいという専門家のお答えをいただいております。具体的には、構

造がですね、壁式の鉄筋コンクリートの建物であるとか、あるいは

建物の平面形状が不整形というような形でですね、なかなかその耐

震の診断基準、この適用外になる恐れがあるという形で、設計家の

ですね、専門家の方からお答えをいただいておりまして、ただ、そ

の中で、こういった形状を持つ建物でも、診断をした経験があると

いう設計の方がおるというふうな情報もあってですね、その方にも

当たるように、今、ちょっと話を進めております。  

   そういったところで、耐震の診断ができた場合については、その

耐震強度等を含めて、耐震化が必要であれば耐震化を図るか、もし

くはその財政的な部分、予算措置、そういったものを含めて、ある

いは建てかえたほうがいいのかどうか、そういった検討に入りたい

と思います。  

   耐震診断が、仮にできないというふうになった場合につきまして

も、それなりに専門家の御意見をいただいてですね、この件、建物

の強度の問題と、あと先ほどおっしゃった防犯上とかですね、そう

いった立地条件、園庭が見えないというところについても、職員の
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ほうから私も聞いております。そういったところも含めて総合的に

ですね、検討していきたいと考えます。  

10 番（西村清勇君）  

   そしたら永野の保育は、もう診断を受けているわけですか。黒岩

の保育については、診断を受けないと、建てかえる場合に補助金が

出ない、診断で通らなかったということにならんと出ないというわ

けですか。  

健康福祉課長（岡崎省治君）  

   公立の保育所につきましては、民間の保育所と違いまして、基本

的には一般財源で対処するようになると思います。一定、補助金が

つけばですね、その点も活用していきたいと思いますが、基本的に

は補助金云々ということよりかは、建物の耐震強度がどうかという

ところで判断していきたいと思います。  

10 番（西村清勇君）  

   なるべく、補助金が使えれば使える方法にしていかんといかんか

なと思いますし、もう例えあれが診断に通ったとしても、もう早く、

建てた時点から、あそこはもう浸かりましてね、浸かるから、まず

今のままでは使うことが難しいというように私は思っております

ので、ぜひ、検討していただきまして、新しく建てかえるというよ

うな形で進めていただいたら、非常にうれしいなと思っております

けども、もう１回だけ、その点について、どういうに思っているか。  

健康福祉課長（岡崎省治君）    

   建てかえの問題につきましては、立地条件とあと財政的な問題

等々、その他もろもろの課題を整理しまして、よりよい方向でです

ね、検討していきたいと思います。  

10 番（西村清勇君）  

   ありがとうございます。それでは、この保育については慎重に進

めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それで

は、保育については、これで終わりたいと思います。  

   次に、霧生関トンネルについてお尋ねをしたいと思います。今、

現在、おかげさまで、私がここで６年ぐらい前に一般質問でお願い

をした佐川トンネルが、今着々と進んで、来年にはできる予定と聞

いておりますけども、安全で、通行できるトンネルになるんではな

いか、このように思います。  

   佐川には、トンネルと言いましたら、川内ヶ谷の赤土トンネルで
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すかね、あれが１個と、それから今やりゆう佐川トンネル、それか

ら霧生関トンネルと、国道に関係するトンネルは３つあると思うん

ですが、川内ヶ谷の赤土トンネルは、もう早くから歩道ができてお

りますし、問題はありませんが、今の佐川トンネルも、もう問題が

なくなると思います。  

   ただ、１つだけ残るのが霧生関トンネルなんですけど、これもな

かなか短いトンネルですけども、道幅は非常に狭くて、佐川トンネ

ルと同じように危険性があるトンネルではないかと、このように思

います。  

   町長も、もう余り任期がありませんので、町長にとられてはちょ

っと難しい状態になるかもわかりませんけども、できれば、今から

陳情していただいても６年ぐらい先にはなろうかと思いますので、

このトンネルを、ぜひとも、町長が専門ですので、陳情だけでもし

ていただいといて、それから後はまた次の執行部につなげるという

ような形が取れないかなぁと思っておりますけど、町長のお考えを

お聞きしたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   西村議員さんの質問にお答えをいたします。確かに、歩道、もう

ずっと私も、あそこを通うたびに歩道がないなと、非常に危険だな

あという感じはずーっとしております。今でも同じでございます。

それはもう、議員さんも同じ考えだと思いますけども。ところが、

御案内のように、あそこの地形を見ていただいたときに、トンネル

まで、加茂側は全部、こちらから行って右側に歩道が全部整備され

ております。あのトンネルの入り口まで。  

   そうしたことで、そのトンネルから、いわゆる町道の交差点まで

の間が歩道がないというのは、御案内のように、地形がああいう形

でございますから、私もずーっとやっぱり気になっておりましたけ

ども、さあ、さて、あれ歩道をつけるときにはどうしたらつけれる

かなぁということは、ずーっと頭にあったわけでございます。  

   そうしたことで、多分国のほう、管理者もですね、そういう思い

で、やむなく今現在に至っておるということじゃないかなというに

思います。  

そしてもう一つ。御案内のように歩道はついておりますけども、

歩行者というのは、非常に少ないと。いわゆる市街地がないという

ことで、ないということも一つは国も積極的に手を加えない必要因
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なかぁと。いわゆるこれは、一般的に言われる費用対効果の面もあ

るかもわかりませんし、それから地形的な面があって、やるとして

も、今のままでいくと、なかなか厳しい、あの建物の状況とかです

ね、そういったものが非常に問題があるので、大変厳しい地形にあ

るというふうに私もずっと思っておりまして、なかなかこれを国の

ほうに、さあ歩道をつけてくれというのはなかなか言いにくいとい

うのは、私個人的にも、やっぱり非常に、技術的に困難性があると

いうことと、そしてもう一つ、歩行者が比較的少ないということも

ございまして、なかなか踏み切れないところが、今までもございま

した。気にはずーっとなっておりました。その歩道トンネルについ

ては。  

先ほど、私も任期があと少しになりました。先ほど今橋議員さん

も残りを一生懸命やれと、激励も受けております。このことについ

ては、なお、こういう町民からのお話もございます。何かいい方法

がないかということを、国のほうに、私のほうからもう一度投げか

けていきたいというに思っております。  

これが、可能性があるかどうかは別にして、私の気持ちとして、

ずっと思い続けてきた内容でございますから、何かいい知恵はない

かというなことで、投げかけはしてみたいというに考えております。

以上です。  

10 番（西村清勇君）  

   確かに、歩行者は少ないと、私も思います。けど、バイクなんか

は、かなり通行もありますし、あったら悪いことはないと思います

けど、確かに、あそこは、東はしよいですけど、西の入り口が非常

に難しいんじゃないろうかというように、見たところ感じます。  

   やろうと思えば、できないことはないとは思いますけども。なる

べく町内で事故がないように、安全で通行できるような町内にして

いただいたらと思う点から、この質問をさしていただきましたけど

も。  

   できるかできないかは、それはわかりませんけども、ぜひ要望だ

けは、ひとつしていただいて、また、次の町長につないでいただき

たいと、このように思います。どうかよろしくお願いを申し上げた

いと思います。  

   最後になりますが、この８年間、町長は、いろいろな形で仕事を

していただきまして、玉割小橋、今現在、橋がかかりつつあります
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けども、ほんとに、この黒岩、そして馬の原、市の瀬、こういった

地域の、ほんとに玄関口か出口かわかりませんけども、非常に大事

な橋だった、このように思います。それが、ほんとに町長の任期内

には完成しないかもわかりませんけども、非常にありがたく思って

おります。  

   そしてまた、今話もありましたように、佐川トンネル、これもお

っきな事業でしたけども、町長の要望で、このトンネルも、何年ま

だかかるかもわかりませんけども、何年か先には、今、中学生も大

回りをして病院の前を通って、みんなが自転車で、あそこは通られ

ないというような指示が、教育委員会のほうからあってるようです

ので、みんなが自転車で、遠いですけど、一緒になって通っており

ます。そういった関係でも、またトンネルが通行できるようになる

と、非常に近くて早く学校に着けるというような便利よくなると思

いますし、非常にありがたいと思っております。  

   それから、上町の町並み整備、それから霧生関のこの土地にいた

しましても、いろいろさまざまな形でやっていただきまして、霧生

関の土地は、いろいろ町民からも無駄遣いでなかったろうか、そし

てまたきのうは、松本議員からも、そういった質問もございました

けども、私は、決して無駄遣いではなかったと、このように思って

おります。  

   ならば、どうしてかといいますと、あそこは最初の、埋め立てを

せんといかんということになったのは、ただあれを埋め立てするだ

けではなくて、学校を持って行く場所がなくて、一番最初は西佐川

駅の前、今の玉割小橋ですが、そこの渡ったところへつくったらと

いうようなことで進めていたわけですけど、それも、住民からの反

対があったと。それからまた、柏原も予定地として出ておりました

し、３カ所も４カ所も出ておりましたけど、どこにも持って行く場

所がなかったと。  

最終的に、今のあの山を切らんといかんというようなことになっ

たわけで、あれへ持って行くには、その土砂を捨てる場所がなかっ

たというようなことから、私は、やむを得なかったと。あそこはも

う、あそこをやらなければ、なかなかあそこの学校さえも難しかっ

たというように考えますし……私の考えが違うちゅうと言います

けど、違うちゅうかもしれませんけども、あの土を、あそこへ埋め

るというようなことじゃったと、私は思っておりますけども。そん
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な無駄遣いでは、私は、なかったというように感じております。  

   それがなければ、もうあの土地は、もう塩漬けで、もう使うこと

ができなかったと思いますし、また、でき上がれば、いろいろな形

で町民は利用もできるし、活用ができるんじゃないかと、このよう

に思っております。  

   ほんとに、町長にとりましては、８年間、本当に御苦労様でござ

いました。本当にありがとうございました。この場から、これで、

私の質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとう

ございました。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、10 番西村清勇君の一般質問を終わります。  

   10 分間休憩します。  

 

   休憩  午前 10 時 13 分  

   再開  午前 10 時 23 分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

   引き続き、６番中村卓司君の発言を許します。  

６番（中村卓司君）  

   おはようございます。６番議員中村でございます。議長のお許し

をいただきましたので、平成 25 年９月の議会において質問をさせ

ていただきたいと思います。  

   少し、今回も所見を述べさせていただきたいと思いますが。８年

前に、初めて榎並谷町長さんに桜座で初めてお目にかかりまして、

控え室でですね、お声をかけていただいて、私も町長選に出ており

ましたので、それが初めての町長との出会いでございましたけども、

大変物腰が優しいようなお方だなというふうなことをですね、８年

前にお会いして思ったわけでございますけれども。議場でもめった

に太いことは言わずに、お答えをしている姿にですね、大変敬服を

している者の一人でございますけれども。  

残念ながら、私個人としては、あんまりええ思いがありませんけ

れども。町長の姿としては、おっとりといいますか、柔らかいとい

うか、そういう姿でやらないと、なかなか行政もうまくいかない。

そして、きのうの質問の皆さんにもお答えをいただいたようにです
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ね、継続性といいますか、安定性、そういうのが必要であろうとい

うふうなお話もいただいたわけでございますけれども。  

またですね、９月議会というのは、決算の議会でもございます。

そういった意味で、いわゆる前回の予算を反省をしながら、次への

予算を組み直す、一般質問の内容にもですね、予算伴うこともある

かもわかりませんので、そういった内容を含めてですね、質問をさ

せていただきたいというふうに思っております。  

また、私で７番目でございますけれども、ダブる、今までの質問

にダブるようなことがあるかもわかりませんが、その点も御容赦を

お願いをしておきたいというふうに思ってございます。  

質問に移りたいと思いますけれども、３点ほど質問を指定してあ

りますが、３点と言いましても、１番目の町長の８年間を振り返っ

てという意味からしますと、大変、ある意味、項目が多ございます

ので、それを一遍に質問せずに、一つ一つ項目を区切ってですね、

次の町長に、どういったことで引き継ぐのか、またどういった意味

で引き継ぎをされてきたのか、という意味も含めまして、質問をさ

せていただきたいと思っております。  

それと、少し関連をしますので、この１番、２番、３番目の質問

に入ります前に、お聞かせを願いたいと思います。質問に関連をし

ますので、お答えをいただきたいと思いますが。６月議会のときに、

総合計画があって、見直しをせないかんときが、もう既に２年を過

ぎておりますんですが、そのときに、見直しをします、というお答

えをいただきましたけども、町長の残りの期日がですね、迫ってま

いりましたが、今までに、その総合計画、見直されたかどうか、そ

の点を聞かせていただいてから、本題の質問をさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   中村議員さんの御質問にお答えをいたします。先ほどは、８年前

のことも含めて、私の評価をいただきまして、ありがとうございま

した。  

   その総合計画でございます。これは、御承知のとおり、私が就任

して直後に、これは、従来の、今までの行政のあり方のパターンと

違った形で、住民の方々の意見を踏まえて、自分たちの手で、とい

うことで計画したのが、この総合計画だというに、私は承知をいた

しております。  
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   その後、御案内のように、７年も８年も経過しようとしておるわ

けでございます。その間にも、この議場でもいろいろ議論をいただ

きました。それで、その評価のあり方、そして検討の仕方、そうい

ったことも踏まえて檄もいただきました。  

   確かに、今まで御意見を賜った中で、具体的に、まだこの見直し

というのは、行ってないわけでございますけども、たびたびこの議

場でもチェックをしながら、見直すべきは見直すという方向は答弁

してきておりますけども、具体的に変更した部分はございません。 

６番（中村卓司君）  

   ということは、見直しをすると言っておきながら、してないとい

うのが現実ですよね。こういったことがあるとですね、議会と執行

部とのキャッチボールが、非常に濃厚なものにならない。悪く言え

ば、議員としては、執行部の姿勢を疑うというふうにもなりかねま

せんので、約束をしたことはですね、必ず守っていただきたいとい

うふうに思ってございます。  

   そこでですね、この総合計画、見直されてないということでござ

いますけれども、役場の職員の皆さんに、どのように徹底されてい

るのか、非常に疑問でございます。この間、これは、何ていいます

か、縮小版といいますか、まとめられたものですけども、実際は、

大変厚くてですね、何ページもあるもんがつくられておりまして、

数字も載っております。それをまとめているんですけれども、職員

さんにどれくらいに徹底されているのかなという思いが、大変疑問

でございます。  

   そこでですね、この中に、知っている方は手を上げて、みたいな

ことは言いませんけれども、総務課長にですね、職員に徹底してい

るような、これを、総合計画を徹底するような方法をとっているの

かということを、ひとつ聞かせていただきたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。この総合計画はですね、平成 18 年だった

と思いますけど、策定をされました。その段階では、先ほど町長も

話しましたが、いわゆる従来のコンサルタントに委託するという形

じゃなくて、ここにおられる議員の皆さん方も参加されてましたが、

そういう住民の方に参加していただいて、参画していただいての策

定という形をとったわけです。  

   その段階ではですね、ちょっと私もそのときは直接の担当ではな
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かったんであれですが、当然その概要版とか、それからそのいわゆ

る本冊といいますかね、そういう形のものが、当然、職員にですね、

周知するようなことが図られたと思ってます。それからその後につ

いてはですね、今現在、確かホームページにも載ってると思います

が、そういう形でですね、してはおりますが、ただ不十分な部分が

多々あろうかとは思っております。以上です。  

６番（中村卓司君）  

   不十分なところがあるとお答えいただきましたんで、というのは、

まだ徹底をしているようなことは、完全に徹底しているようなこと

はないと、いうふうにこちらが捉えてよろしいんですかね。お答え

をいただきたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。その徹底しているようなことがないという

ことに、先ほどの私の答弁がつながるかどうかについては、ちょっ

と私もわかりませんけど、いわゆる、それは個々の職員の意識もあ

りますんで、やはりこちらが手を取り足を取りですね、こうこう読

みなさい、読みなさいということではなくて、職員の個々の意識も

当然関係してくる問題です。  

   職員も自覚を持って、その総合計画についてですね認識していく

という努力ももちろん必要でありますんで、そういう両者相まって

のですね部分はもちろん必要ですが、それでもですね、けど毎日の

ように、それを、総合計画を周知するというようなことは現実的で

はありませんので、そのあたりについては、ただ、そういう周知の

仕方については、御指摘の部分においてはですね、もう少し努力せ

ないかんかなというふうには考えてますが、同時に、職員個々の者

もですね、自覚を持ってそれを認識するような努力をしなくちゃい

けないというふうに思ってます。  

６番（中村卓司君）  

   ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。せめて職員一人には、

全員こう配ってですね、縮小版でも配って、見ておけよ、というぐ

らいの話がないと、役場の職員が総合計画の中身も知らんようなこ

とではですよ、何のための町の方針かということもありますから、

総務、それから執行部の方はですね、せめて、次が 27 年ですかね、

最終的には、つくり直さないかん時期になっておりますから、ぜひ

ですね、そのことも徹底をしていきたいし、その時点で、この中に
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おられない方もおるかもわかりませんが、その引き継ぎをですね、

ぜひ、よろしくお願いをしておきたいと思います。  

   それではですね、そういった内容で少し不安残りますけれども、

本来の質問に移らせていただきたいと思いますが。まず、町長の８

年間振り返って、また引き継ぎをどうしていくか、次の町長に引き

継いでいくか、ということの内容の中で、項目を６項目掲げてあり

ますので、先ほど申し上げましたとおり、一つ一ついきたいと思い

ます。  

   まず、霧生関問題。これも議員の中で、皆さんで質問がございま

した。そこでですね、非常にダブってダブって、もうそんなことは

何遍も言うたわや、いうことがあるかもわかりませんけれども、今

まで、８年前、町長が、前町長から引き継いだ、霧生関についての

引き継いだ内容をですね、お答えをいただいて、そして今残ってい

る問題ありますよね。境の問題とか解決したけれども、それから火

薬庫の問題とか残っている、先ほどの、前議員の質問にもお答えい

ただきましたけれども、そういった引き継ぎの中から含めて、その

８年間、それからこれから先の町長の思いをお答えいただきたいと

思います。よろしくお願いします。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。この霧生関の問題につきましては、直接、前

町長から、これをこうせえというような引き継ぎは、私は受けてご

ざいません。それで、その後については、役場の職員の情報、そし

ていろいろの資料から、かつて、こういうにするということで買収

したというような方向を、その後承知をいたしまして、それに沿っ

て地権者との交渉も話し合いしながら、進めてきた経過がございま

す。  

   そして、先ほど来申し上げておりますように、そうしたことで、

これは地元の地権者あるいは地元だけじゃなくて、公にも約束をし

た事実でございますから、これは継続性から言って、仕上げる必要

があると、そういう認識のもとに鋭意今まで取り組んでまいってき

ました。いろいろ御意見も賜りました。それは、おまん間違うちゅ

うというような話もございましたけども、私の思いとしては、そう

いう思いで現在まで進めてまいっておりまして、その間に、さまざ

まな公共事業の残土処理場としても活用さしていただいた。これの

効果も一つ、私はあるというに認識をいたしております。  
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   ただ、現在ああいう形で工事をストップをしておりますので、こ

の点につきましては大変私も心苦しく、町民の方に、この点につい

ては私の不徳をおわびしなければなりませんけども、今、１つは、

先ほど来話がありましたように、ネックになっておりました境界の

問題、そしてもう２つ目が、火薬庫の移転の問題、この２つが大き

なネックになりまして、現在工事をストップしておりますけども、

ストップした中で、先ほど来議論もありますように、佐川トンネル、

これは国交省の仕事でございますけども、これの残土処理場として

も活用していただいておるということでございまして、全く放置し

た状況ではないということも理解を願いたいと思います。  

   そうしたことを踏まえて、これはきちっと当初の目的に沿って、

昨日の松本議員の質問の中にも当初の姿と違うんじゃないかと、こ

ういう指摘もいただいたわけでございます。これは、十数年たって、

やっぱり社会情勢も若干変化をしてまいっておりますし、その間に、

例えば、防災が強く言われております。そうしたことで、ヘリポー

トもあそこにあったらいいということも踏まえて、ヘリポートの設

置も含め、そしてもう１つは、これも重複いたしますけども、スポ

ーツ振興の観点からテニスコートの町内の不足を解消してくれと

いうような町民からの要望も受けまして、テニスコートも設置した

らどうかという、そういう基本的な計画のもとに進めさしていただ

いております。  

   私の任期中に、これが完成してなかったことについては、大変私

もじくじたる思いがありますけども、どうか、後任のトップの方に

は、そういう思いでぜひ将来、町民の方々に、もうほんとに利用し

ていただける、そして健康増進につながる、そしてもう１つは、や

っぱりこういう財政の大変厳しい状況でございますから、できるだ

け、維持管理費の要らないような施設の整備をぜひお願いをしたい

と、そういうに思っております。以上でございます。  

６番（中村卓司君）  

   恐縮で、言い過ぎたら、申しわけないんですけど、町長は、今議

会で引退をされるわけですから、ほんとの正直な話をしたいと、私

思っています。町長もそのつもりでお答えをいただきたいと思いま

すが。  

   この霧生関問題、何度か議員が質問したときに、引き継ぎだから

というふうな話の中から、今の形は前回から決まっているというふ
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うな話をずっと聞いてまいりました。私も前回からこういう今の状

態が決まっているなら、継続事業で、途中で膨らんだっていうこと

やないというふうな認識もございまして、それ以上の追求はしてき

ませんでした。  

   けども、今の話を聞きますと、引き継ぎはされてない、というこ

となんですけど、後の質問にもかかわりますんで、普通、町長はで

すよ、書き物をしてですね、次に引き継ぐというのがですね、町長

の役目の中の仕事なんです。これを怠ると、次の選挙には出れない

というようなことまでも規制されていることがあるらしいんです。

私、それを読んでませんけども。だから必ずですね、文書で引き継

いでいくということと、引き継がれたということで、町長が申し上

げてきましたんで、多分そういう引き継ぎの中で、ちゃんと文書が

あるんではないかというふうに思っておりましたが、ないというこ

となんで、これはそうすると、書き物なしで、口頭もなしかもわか

りませんし、引き継いできて今までやってきたことは、町長自身が

判断をして、今のような霧生関にしたいということを８年間でやっ

てきたんですかね。それを先にお答え願いたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。私は、ここで、答弁をごまかすとか、そうい

うことはいたしたくないという思いでずーっとやってきました。だ

から多少記憶とか、そういったことで食い違いがあるかもわかりま

せんけども、基本的に私は、ここで、町民の方々をだますような答

弁はしてきてないつもりでございます。  

その点につきまして、このことは、引き継ぎを受けたと、当然こ

れは、文書であろうがなかろうが継続性というのはそういうことで

ございますから、私は、ここで、先ほど申し上げたのは、直接前町

長からこの霧生関公園、こうなっちゅうからこういうふうにせえと

いうような具体的な話はいただいておりません。そして文書にもい

ただいておりません。  

その中で、先ほど聞いていただいたと思いますけども、担当の職

員からの情報、そしてその後、文書が、古い文書が出てきた情報の

中から、当初から、霧生関としては残土処理をした後に、公園にす

るという約束のもとに用地も買収した経過がございますと。そして、

御案内のように、公に約束したというのは、いわゆる事業認定、こ

れはこうにするということで、土地買収した。その経過を申し上げ
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ました。  

ということで、引き継ぎを、きちっと前町長から、こういう形に

してくれということで引き継ぎを受けたものじゃないけども、当然、

行政としては、そういう背景があれば、これは私としては、これを

仕上げていく責任があるという思いで８年間やってまいったとい

うことです。  

６番（中村卓司君）  

   そしたら町長就任、８年前、そのことについては引き継ぎとして

正式にはなかったと。ただ、その文書が出てきたり、事実の関係が

経過の中から判断をして継続していった、ということなんで、そう

すると、その新しい文書、書き物が出てきたことは、途中まで知ら

なかったということの認識で、ようございますかね。  

   それと、職員がそれを隠すわけじゃないと思いますけども、こう

いう文書がありますよ、という報告をしてなかったということでよ

ろしゅうございますか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   そういうに、理解をしていただいて結構だったと思います。私が、

書類が出てきたというのは、ほんとに、事業認定のいわゆる書式を、

これはもうほんとに最近、私、目にしたものでございます。それま

では、いろいろ資料ないかというな話で、いろいろやりましたけど、

なかなか出てきぬかったですけども、最後に、事業認定を受けたと

きの書類を私が拝見したのが、今の書類という話だったら、そうい

うことです。  

６番（中村卓司君）  

   担当課長、そのとおりでいいんですかね。で、報告はしてない、

最近その書類が出てきたということで、早く報告をするべきではな

かったかと、認識、私思いますけれども、担当課長、それでいいん

ですね。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   お答えいたします。霧生関公園（仮称）の工事関係につきまして、

産業建設課長、私のほうへは 23 年４月１日から業務になっており

ます。そのとき、今、町長、事業認定、これは平成 10 年、11 年あ

たりでございますが、土地収用事業認定、受けておるということは

私どもでも、そのとき理解できました。  

   私は、23 年４月１日以降担当しまして、そのときに事業認定を受
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けておるということを理解しました。以上です。  

６番（中村卓司君）  

   議長、ちょっと休憩して。聞き逃したけ。  

議長（永田耕朗君）  

   休憩します。  

 

   休憩  午前 10 時 47 分  

   再開  午前 10 時 48 分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

６番（中村卓司君）  

   23 年以降文書があったということで、残念ながらこの中に、その

当時の総務の関係ではいないですよね。総務課長は、何年からです

かね。そのことは承知をしちょったのか、してないか、それ、そし

たら先にお聞かせ願いたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。私は、平成 22 年の４月から課長で、だか

らそういう意味合いでは、その当時は霧生関が総務課担当でありま

した。１年間ですけど、で 23 年から移管されましたんで、産業建

設課に。で、私はその土地収用法の事業認定のことについてはです

ね、先ほどの渡辺課長それから町長が知った時点で私も知ったとい

うことです。  

   だから、その 22 年、私が担当した段階では知りませんでした。  

６番（中村卓司君）  

   何で、こういうふうに話を進めるかというと、質問の最初のとき

に申し上げましたんですが、また、この事業というのは、次の町長

に引き継いでいかないかんことです。町長も引き継いでこられたか

なという意識がありまして、問題があるやったら、次の町長に引き

継ぐときに、こういうことで、ということをちゃんと引き継がんと、

同じような問題になるという思いで、質問をさしていただいており

ます。  

   そこでですね、このことを知っちゅう、知らざったという話は置

いといてですね、いつも、こういうふうな内容が起こるというふう

に、今度の監査の報告に対しても出ていますよね。職員の意識のも
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うちょっと高いレベルで仕事をせないかんというふうな、出てます。

事務の関係なんかももちろんですけども、初歩的なこともあります

けども、こういったミスが、次のことに対して、事業に事件として

起きてくるんですよね。それが非常に心配です。  

   そこでですね、町長のそのお考えを、聞きたいと思いますが、今

の立場での町長のお考えを聞きたいと思いますが、この事業は、町

長は常に最初から今までの規模の事業にするんだというのは、最初

から決まっとったというふうな話を、私は理解してるんですけど、

町長の意識としては、途中で、ちょっとこう大きい、前の予定より

は大きゅうなったという事業変更をしたというのか、さらざるを得

んなのか、最初からそれなのか、そこのへんを聞かせていただきた

いと。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。基本的には、先ほど議論をいたしております

事業認定というのは、そういう形のものをつくるということで、役

所から認定を受けるわけでございますから、当初の形とは若干違う

ような形になる方向であるというのは申し上げました。これは一つ

は、社会情勢の変化もございます。これは一つはへリポート、これ

を設置したいという思いでございます。これは大きな変更でござい

ます。  

   そしてもう一つ、テニスコートについても、これは住民の方々か

ら、議会にも請願もいただいてという経過の中で、これも佐川町に

は、かちっとしたものないので、欲しいということですが、これも

一つせっかくの公園ですから、これも設置をしていきたいというこ

とで、これは変更の形が、そういうな方向になったというに私は認

識をいたしております。  

６番（中村卓司君）  

   そうすると、住民の声というのは、それを聞いて、今までの形よ

り大きくなったのは、ヘリポートとか公園とかテニスコートという

ことの要望の中から、今までのままじゃあかんので、広い規模にし

ようというふうになったというのが、住民の声ということで理解、

よろしゅうございますかね。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。広くなったということよりも、中身の変更が、

当初からの変更があったというふうに理解していただいたと思い
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ますけども。  

   なお、広くというのは、これまでのような将来に使い勝手から言

って、国道の、いわゆる法面の敷地も盛り上げておりますから、そ

のあたりを活用しながらということで、若干広まる可能性もあるわ

けでございます。  

   これは、きちっと隣りの地権者との交渉が済み次第、きちっと面

積も決めて変更をしながら、そして今言ったように、基本的にはヘ

リポート、それからテニスコート、いうこれが追加された内容で、

整備をしていただけたらというに思っております。  

   テニスコートについては、住民からの、議会も請願いただきまし

て、これは住民の声ということでございますけど、ヘリポートは、

具体的には、住民から、あそこへヘリポートつくれという声は、具

体的にはきてございませんけども、御案内のように、今、東北の地

震以降、県もヘリポートの設置については積極的に推進してるとい

うような状況の中で、あそこにもあったらいいということと、それ

は住民からということじゃなくて、消防署から、ぜひあそこにヘリ

ポートが欲しいという要請も受けた段階の中で、計画を入れさした

経過がございます。  

６番（中村卓司君）  

   それは、ちょっと違いませんか。というのは、その規模が大きく

なってるというのは、下に、水槽、池がありましたよね。それをも

う、きれいな形であったのに、あれも壊して広げる。広げた理由が、

やっぱり手前のままではですよ、テニスコートなり、それからヘリ

ポートなりができる状態ではなかったと思います。  

   テニスコートについては、住民からの声があったいうのは、私も

確かにその声は聞きました。でも、ヘリポートのことについては、

声がなかったというのも認めていただきました。そのときに、私の

質問で、議会忘れましたけども、高北病院が新しくなるので、ヘリ

ポートを高北病院の屋上につくったらどうですか、って言うた時に、

町長は、それを否定的に考えていました。  

   個人的にお話をするときには「いいね」という話でしたけども、

実際議場になると、「余り、好ましくない」という答えをいただき

ました。けれども、消防長にしても、消防も高北病院の上にあった

ほうがいいと、はっきり言ってましたよ。  

   それは、霧生関のところに、患者さんを高北病院から救急車で運
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ぶ２、３分の時間でも命にかかわるので、即上がって、即迎えにき

て、いくというのが理想だから、消防署は、高北病院の上にあった

ほうがいいと言ってたんですよ。それを、先ほどの理由からいくと、

何か、あそこにヘリポートがないといかんのでという思いがあった、

って言うたけど、それはちょっとおかしいと思いませんか。どうで

すか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。これは、私は、事実を申し上げております。

霧生関のヘリポートについての設置は、消防署のほうから当初来て

ございます。そして、高北病院のヘリポートについては、これは設

計の段階で、私も提案した経過がございますけども、御案内のよう

な形で、いわゆる全体の意見として、無理だと。ヘリポートの設置

は無理だと、いうようなことで諦めた経過がございます。  

そして消防署のほうから、その後も、それは確かに高北病院の近

くにあったらええということで、あの近辺も探した経過もございま

す。その中で、霧生関については、いわゆる国道のそばであるし、

これは消防署としても、あそこ、あったらええということが、これ

は当初の話から来てございます。  

そうしたことで、そこへ設置を計画をしておるところでございま

して、これは、今、高北病院の云々のあれ、若干時間差があると思

いますけども、中村議員のおっしゃられることも間違いじゃござい

ませんけども、ちょっと時間差があると思います。高北病院との霧

生関との、ヘリポートの。  

６番（中村卓司君）  

   確かに、時間差ありましたけれども、確か、私の記憶では間に合

ってたと思うんですが。高北病院の２階にヘリポートをつくるとき

のだめだという理由を聞かせていただきたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   それは、経過の中で、病院側も、いわゆるあそこには、ヘリポー

トをやるとすれば、なお建設費がかさむと、そういう理由も聞かさ

れまして、やむなしということで、ヘリポートは断念した経過がご

ざいます。  

病院事業副管理者兼事務局長（笹岡忠幸君）  

   病院のほうから補足説明を申し上げます。病院の屋上への、ヘリ

コプター着陸できるヘリポートの設置につきましては、この基本設
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計の段階で、病院事業運営委員会委員のほかに、外部の消防長さん

も含めた関係の方々の入った拡大の、この検討委員会の中でも、議

論になりました。  

   特に、消防長さんのほうから「どうじゃろか」というお話があり

ました。また、議員の皆さん方と一緒のこの検討会、報告会の中で

も議論があったわけでございますけども、最終的には、予算上の問

題がありまして、これを断念さしていただいたという経過がござい

ます。  

   当時、設計事務所のほうの算定では、約 4,000 万から 5,000 とい

うふうに試算をいたしておりましたが、なかなか高額ということで

断念をした経過もございます。  

６番（中村卓司君）  

   予算的なことがあって、できなかったということですが、霧生関

を面積拡大するのに、お金がどればぁかかりましたか、言うてくだ

さいよ。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。全体の事業費をはじいてございまして、部分

的に、ヘリポートの増えたというような計算は、私、今の資料がな

いので、ございませんけども、全体の事業費は、工事費から全部含

めてヘリポートも含めて約７億だというふうに記憶をいたします。 

６番（中村卓司君）  

   私もそのように記憶をしておりますけども、先ほど、全額がね、

町持ち出しのお金ではないんで、７億、お金が要ったということで

はないんでしょうけども。交付税算入の関係もございますから、町

の持ち出しとしては２億弱が、僕の記憶ではあるんですけども。そ

ういうことを計算いたしましても、高北病院の予算を 3,000 万、

4,000 万をオーバーしてもできておったということでございますか

ら、そこのへんがおかしいというのが、全体的な考え方です。  

   なぜ、ほしたら、もとに戻します。霧生関の話に戻しますが、そ

ういう問題も含めて、次の町長に引き継いでいただいて、その経過

も含めてですね、まだ、全然、実施が全部やまってしまったという

ことではないかと思いますので、そのことも含めてですね、ぜひ、

引き継ぎをしていただきたいというふうに思っていますが、霧生関

の問題で、その境界の問題を解決した。それからあと、火薬庫の問

題が残っている。それだけかし、今の問題はありませんかね。引き
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継ぐときのことで、こういうのがまだ残っているとかいう、引き継

ぎをしたいことがありましたら、お答え願いたいと。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。先ほど来申し上げておりますように、問題と

なりました境界につきましては理解をいただいております。そして

火薬庫につきましても、移転先、これの移転をすることについては、

一応、基本的には了解いただいておりますけども、できるだけ、利

便性のいいところに欲しいというのが話でございまして、いろいろ

な形で各方面へ協議も、それからお願いもしてございます。これが

解決しなければ、次へは進めないという状況でございますから、こ

のへんちょっと大きなポイントになろうかと思います。  

   そして、引き継ぎの内容でございますけども、当然、これは今ま

でやってきた経過の中で、いわゆる基本的には、運動公園というこ

とでございますが、なお最終的には、最後の、いわゆる変更、これ

は開発許可の変更もございます。そうしたことで、その変更の際に、

きちっといろいろ議論をして、ほんとに最良のものであるかどうか

ということは、ぜひ議論をしていただきたい。そのことは、ぜひ、

引き継ぎとしてお願いをしてまいりたい、というに思っております。 

６番（中村卓司君）  

   また少し、話、戻りますけど、前町長からの引き継ぎっていうの

は、多分、文書である程度は、細かい小っちゃいことまでなかった

かもしれませんけれども、文書はあったと思うんですが。そういう

引き継ぎの仕方に反省も踏まえてですね、ぜひ、次の町長に引き継

ぐときには、もうちょっと詳しい内容でですね、引き継いでいただ

いていくように、お願いをしておきたいと思います。  

   ほかには、問題は残ってないと、霧生関については残ってないよ

うでございますので、順調にっていうような言葉が適切かわかりま

せんけれども、霧生関公園、町民のほとんどの方が疑問を感じてい

るということも踏まえてですね、引き継ぎをしていただくほうがよ

かろうかと思いますので、その点も踏まえて、私のほうからの意見

として申し上げておきたいと思います。  

   それから次に、街なみの事業につきまして、質問をさせていただ

きたいと思いますが。青山文庫、名教館、浜口邸、牧野、含めてで

すね、あそこに全ての、佐川の建物遺産というものが集まる形で、

きのうの氏原議員の質問で、素晴らしい建物が集まって、花見がで
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きる、町長がやってよかったなぁというふうなことになるでしょう、

というお話をしていただきました。  

まさにですね、だんだんあそこに集まってきますと、それなりの

町並みっていうのが、こう、ぼんやりでも見えたり、そしてマスコ

ミに取り上げられることによって、お客さんもぼつぼつ来ておると

いうふうなことが報道されておりますけれども。町長が就任して以

来の、これはもう、前にも全然事業がありませんでしたから、青山

文庫があっちいたり、こっちいたりしいもって移転費が何千万も要

ってということになってますんですが、やっと落ち着いたなぁとい

う思いもあるんですが。  

最終的に、町長が、あそこの上町の形、理想、こういうことにし

たかったかなぁ、もうここでいいかなぁ、もうちょっとこうやりた

かったかなという思いがありましたら、聞かせていただきたいと思

います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。上町につきましては、これも、この議場で、

いろいろ意見もいただいた。あれだけ金つぎ込んで、どうなった、

いうような話もいただいた。そういうことも踏まえて、御答弁さし

ていただきますけども。  

   私は、個人的に、あそこに、その思いがあるとかいうことではな

くて、やっぱり今の時代のすう勢の中で、やはり、古いものを大事

にしていきながら、それをぜひ、将来に生かしていきたい。残しな

がら活用していきたい。これが、歴まち法の基本的な精神であると

いう、それを踏まえました。  

そして、その以前に、いわゆる旧の青山文庫、これは、私の記憶

では、今の郵便局の跡にあったものを、上郷に移築したと。もとを

正せば、須崎から佐川へ来たという経過があるようでございますけ

ども。そうした歴史の中で、私の任期中には、上郷から上町へ。そ

の経過の中で、議員さん御承知の方もおいでると思いますけども、

中学の移転が決まったときに、さあ、それを移築しようということ

で、実は、上町の一部こういうになったところへ、今の現在のとこ

ろへ計画をいたしましたけども。そのときには、議員の皆さんから、

それはちょっとどうなら、と。その上町へ、そんなもん運んで、人

が来るかというような意見もございまして、若干、一時休止をした

経過がございます。予算を組ましていただいたけども、それを執行
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せずに終わった経過がございます。  

その後、平成 20 年になりまして、昨日もお話を申し上げました

けども、国の法律に基づいて、国からも補助がいただけるというこ

とを踏まえて、旧の青山文庫も上町に移築したと。  

そしてもう一つ、浜口邸。これはもう大きな予算が要りました。

これは買収させていただいたわけでございますから、１億 1,000 万

余る金でございますけども。この浜口邸の残す背景というのは、実

は、前、前の高新の支局長さん、これは藤枝さんという人でござい

ましたけども、その方とお話するときに、彼は、神奈川の出身の、

都会の出身でございまして、それを最初に見たときに「あれはいい

ね」と、あれ何とかやっぱり活用したらどうかという、そういうこ

ともいただいて、「あ、都会の見る目というのは、そういうところ

もあるかなぁ」という、そんないろんな思いから、あそこを、ぜひ

浜口邸も残していきたいということでございまして、それは持ち主

がありますから、持ち主に最初当たったときには、とても、それは

先祖のものを売るわけにはいかんというような経過もございまし

た。ただ、回を重ねるうちに、御案内のように、あそこは非常に古

びて、とても個人的にはもうこれ以上管理は無理という、そんな経

過もございまして、快く引き受けていただいて現在に至ったという

ことでございまして、これは、そういう歴史の背景の中で、私はや

っぱりあそこへ残してよかったなぁという、これは自己満足じゃご

ざいませんけども、周囲からも、大変「古いいいものが残ったねぇ」

という声も、私、直接聞いておりますので、これは非常に、町民の

皆さんにも大変御支援もいただきましたけども、これは残してよか

ったなぁというに思っております。  

そしてもう一つ。これは、牧野富太郎の生家の再現、これは、復

元ということにはならんようでございます。これは、歴まち法の中

にも若干入れさしていただいた経過がございますけども、そのとき

も、文科省のほうが大変厳しくて、復元じゃないと。というのは、

資料が何にも残ってないわけでございます。今の形は、写真を参考

にして、これはもうそのまま、まねしたわけじゃないんで、参考に

したものを、ある程度、雰囲気を生かしたもので設計屋さんに頼ん

で、そういう形になりましたけども。これも、昨年の生誕 150 年記

念にしまして、確かに、爆発的に人が来るということはないですけ

ども、それでもやっぱり、私時々のぞいてみますけども、きょうは
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８人来た、９人来た、団体が 10 人来たというようなことで、従来

よりもやっぱり来ていただくと。特に、牧野富太郎のファンという

のは、全国に散らばっておりまして、このお方たちの、やっぱり評

価もいただいておるということでございまして、これも一つ、節目

としてはよかったかなぁというに思っております。  

そして名教館でございます。名教館は、御案内のように、ほんと

のもとの所在は、御案内のように、今の東元町、高知新聞社の支局

の前に碑が建っておりますけども、あそこでございまして、これも

文科省がなかなか厳しゅうございまして、もとの位置へ返さんもの

は、いわゆる移築は、補助の対象にしてないということで、実は、

歴まち法のメニューに入ってございません。この名教館につきまし

ては。その後、尾﨑知事が就任して以来、産業振興計画、これも観

光に非常に力を入れるということで、これの県の補助もいただくよ

うになりまして、上町へ移築ということになりました。  

その前に、実は、用地も若干問題もございました。もとの地権者、

越知の方でございますけども、もともとは、あそこに在住した方で

ございまして、これも何回か足を運んで、協力をいただいてあそこ

に移築したということで、結果的には、あれへ、名教館はもとの場

所ではないですけども、あの周辺に古い建物がある、それから司牡

丹の蔵が残るということで、私は、やっぱり一つの成果があるんじ

ゃないかというふうに考えておりまして、今、名教館は、建築中で

最中でございますから、まだ姿は見えておりませんけども、あそこ

にきますと、一つのまとまった形での風景ができるんじゃないかと

いうに思っております。  

そして、昨日は、氏原議員からもいただきました、奥の土居の牧

野公園の桜、これは大変、今、みすぼらしゅうなっております。非

常に、私も何回か批判、「桜、ないじゃないか」というような批判

も受けながら、今、高知新聞の桜だよりにも、もうこの２、３年書

いていただいておりません。今まではずっと「牧野公園、桜だより」

というのを書いていただいておりましたけども、今、書いていただ

いておらんような状況でございますけども、これも、皆さんの御協

力をいただきまして、あそこに、山桜系を中心に植樹をいたしまし

て、恐らく５年、10 年たちましたら、何とか形が見えるんじゃない

かということで、これはボランティアの方も含めて、今、整備をし

ていただいておりまして、これも一つ牧野富太郎にちなんだ、いわ
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ゆる公園、植物園というな体をなしていきたいと、そんなことを思

いながら、これもぜひ、次期の町長さんには引き続いて、その整備

そのものをお願いをしたいというに考えております。  

そしてもう一つ。一番、私がこれからお願いをしていかないかん

のは、入れ物はつくらしていただきました。で、あとは、それをい

かに住民の方々とともに、行政が力を入れて、これを活用して、こ

れはものの言い方が悪うございますが、多少お金が落ちる、そして

そこに少しでも若い者が働ける場所ができる、例えば、ものを売る

ようなことを開発して、それでものをつくる人を雇えるような、そ

んな形のものができれば、非常に私としてもありがたいなぁという

に思っております。そういうことを踏まえて、次期の指導者には、

引き継ぎを、ぜひお願いをしていきたいなぁというに考えておりま

す。上町につきましては、以上のような思いで取り組ませていただ

きまして、今後、ぜひ、そういう精神で、次の指導者には引き継い

でいっていただきたいというに思っております。  

この議会で、観光協会の、いわゆる管理者委託の問題も議論して

いただきますけども、ぜひ、そういうのを活用しながら、昨日も話

がございました。ＮＰＯ法人のくろがねの会、そしていろいろな形

で、今、町の皆さんが苦労をしてイベントを重ねて、町を元気にし

ようという動きもございますから、そういったことを踏まえて、上

町だけじゃなくて、やっぱりそれを中心にして、佐川町全域へ広げ

ていくような形のものができましたら、私も大変うれしく思うわけ

でございまして、そういうことも踏まえて、ぜひ、継続的にお願い

をできたらというに思っております。以上です。  

６番（中村卓司君）  

   一つの事業をするには、全員が賛成して、シャンシャンシャンと

いうのは、もちろんいかんわけで、新しい事業をするについては、

抵抗勢力っていう部分の意見がたくさん出るのも、当然でございま

す。  

   ただ、それを乗り切って、やれるのは、首長であります町長がで

すね、最終的判断をして、少々の反対があっても、こっちの方向で

いくぜよっていうふうにならんとですね、新しい事業もできないと

思います。そういう意味では、私も余りいい事業ではないというふ

うに議会で申し上げましたけれども。  

事業をするにはですね、やっぱりそれは反対意見というのも、当
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然あると思いますし、でき上がった時点で、やっぱりやってよかっ

たっていうふうになるかもわかりませんけれども。まだ私も、ちょ

っと疑っている部分もありますが。といいますのは、よその、この

町並みの風景っていいますと、大変小さい規模で、お客さんが来る

かなっていうと、中途半端なお金をかけてやってしまったなという

ふうなこともあります。  

それと、町長もあれだけで全部、人が来るとも思ってないという

意識もありますでしょうし、これからですね、どういうふうなこと、

あるかという思いを、次の町長さんに引き継ぐ。例えば、司牡丹と

の連携があるでしょうし、あそこでやりゆう今度のお祭りも、森議

員からも質問ありました。ああいうのの助成、それから執行、行政

からの後押し、そんなもんも含め、観光協会を含め、そしてそうい

うふうなことが、みんなが一体化をしてやっていけるというふうな

ことにならないかんと思いますので、そういう思いもあると思いま

すが。  

町長が、これは別に私が悪気で言うわけじゃないですけど、先に

お答えをいただいたんですが、実は、町長は昔、子供さんのときに、

あそこに住んでおられたんで、昔なつかし郷愁っていう意味も含め

て、あそこの町の復元っていうものも、思いもあるかなぁというふ

うに質問しようかなと思うたら、そういう気持ちじゃないと、先に

お答えがいただきましたので、多分、そういうふうな方向だと思い

ますが。ただ一つ、汽車のことが、前にもお答えいただきましたけ

ども、再び、その汽車のことについての引き継ぎ、次の町長に、こ

ういうことがあるので、汽車を持ってきてもらいたいみたいなこと

の引き継ぎがなされるかどうか、そのへんを聞いてみたいと思いま

すが。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   これは、私、ちょっと答弁の中で、このことも触れなければいけ

ませんけれども、ちょっと抜けておりました。大変ありがとうござ

います。  

   汽車につきましては、御案内のように、これは私は、旧の青山文

庫と一対でと、一対のもんであるというにずーっと思っておりまし

て、これは、今のＪＲ、前の前の社長さんだと思いますけども、そ

こにも交渉に行きまして、ぜひ、貸してくれというなこともお話を

した経過がございます。  
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   私としては、若干、これは正直申し上げましたけども、執行部の

内部でも「あれ、ちょっともったいない」というような意見もござ

いまして、私も気が弱いから、あんまりこう強うによう言いません

けども、ぜひ、この汽車については、青山文庫と一対と。これは田

中光顕の歴史的なものでございますし、また、確かに多少のお金は

かかりますが、全国的にあの古い車輌も３両しかないというな話も

聞いておりますし、鉄道のマニアも、全国には数おるとすれば、ひ

とつぜひ、私としては、次の指導者の方には、これも含めて完成を

さしていただきたいということは、引き継ぎをさしていただきたい

と思います。  

６番（中村卓司君）  

   ついつい、寝た子を起こしたかなという感じがあり、私も汽車の

ことに対しては、ちょっと少し疑問を感じておりまして、引き継ぎ

をどうなされるかという心配もありましたので、質問さしていただ

きましたんですが。  

   執行部幹部の皆さんも、それほどお金をかけてやらないかんこと

じゃないんじゃないかと。しかも、こちらのほうに持ってくるには、

設置場所は、全部、囲うてしもうて、見えんような状態になるとい

うこともありますので、それから向こうから運んでくるという方法

も、大変、運賃というか、輸送賃がかかるようにも聞いております。

したがって、それほどに、というふうな思いもありますけれども、

町長は、ぜひやってもらいたいというふうな意向でございますんで

すが。次の町長に、それなりの引き継ぎ方をしていただくように、

お願いをしておきたいと思います。  

   先ほどから聞いてみますと、大体あれで、今の段階で、上町の事

業についてはほぼ完成かなっていう思いを、私は、聞きましたんで

すが、それ以上のことは、後は中身だというふうなことをおっしゃ

いましたんで、中身につきましては、それほど予算が伴うものでは

ございませんので、そういう引き継ぎ方がベストかなぁというふう

に思いがありますが、そのことで構いませんかね。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。第１次につきましては、これは、今、歴まち

法の認証が 25 年、５年間でございまして、ことしで一応、認定し

た期間としては、一応終わるわけでございます。その後、国のほう

からも、引き続いて、延長したらどうかという、そういう御意見も
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いただいておりまして、今、それを、引き継ぎの検討もしてござい

ます。  

   というのは、一つは、大きなものは、一応１次で済みましたけど

も、あと、御案内のように、司牡丹の酒蔵が大変古びてございまし

て、これも、司牡丹と協議してございますけど、今の司牡丹の資力

ではなかなか自力では修復ができないというなこともございまし

て、ぜひ、歴まち法を若干延長していただいて、その中で、検討し

ていただいたらどうかという思いで、内部ではちょっと検討をして

ございます。まだ表へ出てございませんけども。国のほうには、そ

ういう協議はさしていただいておるということで、たちまちお金が

要るという話ではございませんけども、一応、歴まち法の延伸をお

願いしてはどうかという思いはございます。  

   あと、中身でございますけども、先ほど申し上げましたように、

これは観光協会を中心にしまして、ぜひ、それぞれの、例えば、と

かの元気村ＮＰＯ法人、それからくろがねの会ＮＰＯ法人、それぞ

れございますから、これはもう強力な連携のもとで、ぜひ、いろい

ろな形で協力しながら、発展をしていっていただいたらなぁという

に思っております。  

   また、観光協会のほうも、若干の町からの援助も必要でございま

すけども、これは観光協会のほうには、ぜひ将来には自立をして、

ぜひ運営をしていっていただくようなお願いもしてございますし、

そのことも踏まえて、次期の指導者には、引き継ぎをお願いしたい

なぁと思っております。  

６番（中村卓司君）  

   わかりました。３月議会ですかな、私、発言をさしていただいた

ときに、名前を出すと、大変支障がありますけれども、司牡丹とい

うのは、佐川町にとっては宝でございます。それも会社でございま

すので、ある意味、経営というものが心配されるという部分が、心

配というのは、こちらからの心配をする部分で、南国市の一企業み

たいになってもですね、いきませんので、そういったことからです

ね、ある意味側面から応援をするという意味を、大けがのない時点

からですね、応援をするというのは、大事なことやと思いますので、

そのこともぜひ、引き継いでほしいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。  

   次に移りたいと思います。  
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   高北病院のことについて、お聞かせを願いたいと思いますが、き

ょうは全て町長の思いだけを聞くようなことで、マンツーマンにな

りましたけれども、もう一つ、お聞かせを願いたいと思います。  

   高北病院、新しくなりまして、事務長も大変頑張っておられます。

そして私たちの会の中でも、新しゅうなるやったら、ここをこうい

うふうに、こういうふうに、こういうふうにと、改善と。特に、看

護婦さんを含め、先生のこと、いわゆる患者さんに優しい対応って

いうものも、建物が生まれ変わっても、さらに努力はしていただい

ていますけれども、さらに努力をしていただいて、中身の分も、濃

ゆく、厚く、手厚くというふうなことの病院になったらという心配

をしていました。  

   そこのへんについての思いもですね、町長にあるかと思いますの

で、町長に、その話を先に聞かせていただきたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。高北病院につきましては、ほんとにこれ、耐

震工事を進めるに当たって、大変急いで、私も立ち上げさしていた

だいて、議会の皆さんにも、いろいろ御心配もいただきました。ま

た、住民の方々にも、急いで住民説明というな形にさしていただい

て、おかげさまで、何とか目標の期間までに一応完成できるという

運びになりました。  

   現在のところ、大変患者さんには、通院で迷惑をかけております。

これは一つは工事中でございまして、玄関は、もう既に新しいとこ

ろに移っておりながら、駐車場がまだ旧の建物という形で、非常に

不便をかけておりまして、この暑い中で、あの急な坂道を、ほんと

にお年寄りが上る姿を見たときに、大変胸も痛む思いがいたしまし

たけども、いっときの辛抱してくださいと、私も声をかけた経緯が

ございます。  

   そういうことで、ほんとに、中へ入っていただきましたら、前の

病院とはまた様子が随分違いました。廊下も広いし、明るいし、と

いうなことで、患者さんにも、そして職員の、あそこで働く皆さん

にも環境のよくなったことについては御理解をいただけるかなと

いうに思っております。  

   そしてもう一つ。これはやっぱり病院ですから、患者さんととも

に歩んでいくという姿が大事でございますが、そこにはやっぱり、

単なる医療の行為だけじゃなくて、やっぱり心が通じ合えるような
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お互い職員同士、あるいは医師と看護師、そして医師と患者、看護

師と患者の皆さん、そして受付をやっていただいております、いわ

ゆる今委託をしておるわけでございますけども、会計のやり取り、

そういったこと、総合的にやっぱり多少時間がかかっても、「あぁ

よくやっていただけるなぁ」と、そういう心の通じ合えるような、

ぜひ病院の形にしていただきたいし、そして、医師の確保、これは

私も８年間ずーっと身をもって非常に危機感を感じて、今でもやっ

ぱり医師が少ない状況でございますけども、それでもおかげさまで、

院長以下、皆さんの大変な努力、大変苦労されておると思います。

院長は、管理者も含めてやっていただいておりますんで、大変苦労

されておると思いますけども、その苦労のかいがあって、大変信頼

を取り戻したというに考えております。  

   そしてもう一つ、看護師さんの患者さんに対する対応も、昨日も

ちょっと聞きましたけども、昔は、「こう言えばちょっと」と。今

は、ほんとに優しゅうなったというな声も聞きまして、そういうふ

うな状況で、やはり入れ物だけじゃなくて、やっぱり中身も、状況

を変えていっていただきたい、そしてこれ以上に、お互いのその心

の通じ合えるような病院になっていただいたらなぁというに思い

ます。  

   そしてもう一つ、やっぱり、中核の病院ではありますけども、や

はり総合的に、誰でもやっぱり、何でも相談できるような、そうい

ういわゆる大病院の専科じゃなくて、やっぱりそのケアミックスと

いいますか、そういうな方向にもやっぱりぜひ重点を置きながら、

医師が総合医、いわゆる昔でいう風邪もけがも、何も直すというな、

そんな形のものを、ぜひ充実していっていただいたらなぁというに

思います。  

   そしてもう一つ、これは日高あたりからの、緊急時には、救急指

定病院になっておりますけども、やっぱりこの地域の中核的な、災

害時には、ほんとに力になるような、そういう体制も日ごろから構

築するような形のものも、もっていっていただいたらなぁというに

思っております。  

   いずれにいたしましても、私は、この佐川町立の高北病院という

のは、この地域の、いわゆる安心のとりでとなるような形で、ぜひ

発展をしていっていただきたいなぁというに思っております。それ

には、何はともあれ、今、喫緊の課題は医師の確保だというに思っ
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ておりますけども、この医師の確保については、なかなかやっぱり、

今、我々、一自治体、一病院だけでは、なかなか対応仕切れない部

分もございます。  

県もいろいろな形で、援助をしてございまして、これは奨学金制

度とか、いろいろな形でやっておりまして、これも時間がかかると

思いますけども、やっぱりやがてはそういうな形で、力になってい

ただけるんじゃないかというに思っておりまして、ほんとに息の長

いことになりますけども、医師の確保については、今後とも、議員

の皆さんも含めて、ぜひお力添えをお願いをしたいなぁというに思

っております。以上でございます。  

６番（中村卓司君）  

   わかりましたですが、例は少し違いますけれども、高知県の学力

が上がった。教育長のほうから、きのうの質問でもありました。き

ょうの高知新聞にも出てました。これはなぜ上がったかというと、

尾﨑知事が就任をして以来、高知県の学力の低さにですね、唖然と

してですよ、教育現場に非常な命令を出してですね、その結果が今、

出てる。というのは、最終的な答えだと、私思ってます。  

   ただ、その強力なリーダーシップが、ある程度教育現場では、い

ささかの問題を起こしているのも聞いていると思います。そういう

学力だけの教育では、本来の教育ではないよ、っていう部分があっ

て、現場でもとまどいながら、先生業を営んでいる、営んでいると

いうか先生をやっているっていうのが、ある話に聞きます。  

   けれども、学力が上がったっていうことは間違いない話で、これ

を高北病院に当てはめますと、行政の、やっぱり全適でございます

けれども、院長にだけ、そのことの荷をかけてもいきませんけれど

も、行政のほうから、かなり強い行政指導、それがお医者さんなり、

看護師さんなりに働いてこそ、緊張感を持ってやれると、いうふう

なことがないと、できないと思います。  

   不思議なことに、私たち患者の立場でみますと、結構高知市の公

立病院というのは、割と看護婦さんという対応がよくて、地方へ行

くといいますかね、地方の公立病院は、まだそこに追いついてない

と。そこで比べるのは、地方としては、民間病院の看護婦さんなり

医師なり、いうごとに比べるんですよね。そうなると、あそこはど

うかなっていうふうな意見が、まだチラホラ聞きますし、待ち時間、

私の知ってる方にも聞きましたが、改善されてもなお改善されてな
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いぞ、と。まだ長いこと待たないかんと、いうことなんかもあって

ますし、そのことが、医療の関係に、簡単にするっていうことが、

短くすることは簡単にするということが、いかがなもんかとは思い

ますけれども、それ以外の方法で、何らかの方法で、短くできるよ

うな方法がありはしないかという、企業努力をしているのかなって

いうことに疑問を感じる町民の声もあります。それは事実です。  

だから、新しくなったんで、せっかくやからという部分で、事務

長さんにもお答えを多少は聞きますけれども、その答えは私、要り

ませんけれども、なお、先ほど言った教育現場での学力を上げると

いう実績が上がった中には、かなり執行部のほうが厳しい働きかけ

をしてるというのが現状だと思いますので、ぜひですね、そういう

働きかけを、どう言いますか、手を抜くではないですけれども、十

二分に以上にやっていく働きかけが、お願いをしておきたいと思い

ますが、町長もその引き継ぎがあるかと思いますけど、事務長のほ

うから、それお答えがいただければ、ありがたいと思いますが、い

かがでしょう。  

病院事業副管理者兼事務局長（笹岡忠幸君）  

   ありがたいお話を、まことにありがとうございます。町長のほう

からもお話がございましたように、患者さんの気持ち、思い、そう

いった気持ちを敏感にかぎ取ってですね、患者さんと接していくこ

とができる、そういう職員にならなくてはいけないと思ってます。

今まで以上の医療サービスが提供できますように、新しい建物に負

けないように頑張っていきたいと思ってますし、私、事務方のトッ

プといたしまして、院内のほうへ周知方を徹底してやってまいりた

いと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。  

６番（中村卓司君）  

   ぜひ、よろしくお願いします。  

   それでは、次です。ごみの処理の談合問題。いろいろ言われまし

て、あと、私どもとしては、高松高裁の結果どうなってということ

が、まだ判明してないもわかりませんが、進展してないかもわかり

ませんけれども、進展状況があるようでしたら、お答えをいただき

たいと思いますが、いかがですか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。この裁判につきましては、一応代理人でお願

いしてございまして、高松の高裁に先月の 22 日に、第１回の公判
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が開かれまして、それに職員も出席をいたしております。これはま

だ結果が出るという話じゃございません。ちょっと時間がかかると

いうふうに認識をいたしております。  

６番（中村卓司君）  

   ６月議会にも、ちょっと年内には無理かなというお答えもいただ

き、ひょっとその間に進展があってたかなぁと思いましての質問で

ございましたが、そのことも踏まえてですね、勝った、負けた、っ

ていうことに結論は、最終的になろうかと思いますので、そのとき

の対応も十分に、次の町長に引き継いでいただくということでお願

いをしておきたいと思います。  

   次にいきます。黒岩地区の水害の地区が河川改修含めて、いろい

ろ御努力をなされているようで、きのうも課長のほうから報告がご

ざいました。農業関係の質問に対してございました。いわゆるその

河川改修だけではだめですよ、基盤整備も一緒にやりましょうとい

う話でございますが、今、組織ができて、ある程度動き始めたんで

すが、あと判をもらったりしているんですけれども、町としてのバ

ックアップ、をどの程度、どこまでやっていただいてというふうな

希望があって動いていただけているのか、そのへんを聞かせていた

だきたいと思いますが。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。この柳瀬川の、特に下流域の浸水につきまし

ては、これはもう私も町長になってからも、なる前からも、あそこ

へ、現地へ運びまして、大変苦労されておるというのは、ほんとに

認識いたしております。その後、いろいろな手段というか、隣の越

知町とも密接に関係ございますから、今の吉岡町長とも諮って、お

互いに協議会をつくったというふうな状況でございます。  

そして、まず、その８年間。進展というのは、具体的なものはご

ざいませんけども、それでも、県のほうは県のほうで、今の、現状

の改良についての、もう既に、来年度あたりから、補助事業の事業

化がされるというに、私、認識をいたしておりますけども、まぁま

ずそこへ、１点はそこへ。  

そして２つ目は、先ほどお話もございました。もう全体の中で、

圃場整備も含めてという話もございまして、これはもう大変、一度

頓挫しておりますので、大変厳しゅうございますけども、その後、

社会情勢も大きく変わった経過もございまして、これも慎重に踏ま
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えながら、対応していかなければならない。これはあくまで、やっ

ぱり行政としては、積極的にかかわる必要があろうかと思います。

これは県営にしろ、国営にしろ、これはかかわる必要があると。圃

場整備ということになりますと。これは、農業の基盤整備の絡みも

ありますし、当然、治水にも大きく関連しますので、これは、これ

から、もう本当に真剣に、具体的に検討していかなければならない

というに思ってます。  

もう１つ。先ほど、国が、仁淀川の、いわゆる 30 年治水計画と

いうのを策定するために、いわゆる地元の住民の方々の意見、そし

て我々行政の意見、それを２回くらい開きまして、その骨子をつく

ったわけです。そのときに私が、国のほうにも申し上げたのは、ぜ

ひ、30 年の計画の中に、国としては直轄の部分をたてりに書いてご

ざいます。いろいろ、防災対策とか、地震対策とか、いろいろ書い

てございます。だけども中流域については、これは直轄ではないの

で、具体的な記述がなかったわけでございますけども。その中で、

ぜひ、いわゆる常時浸水する、農地とはいえ浸水するところについ

ての将来、何らかの、やっぱり記述が欲しいなぁということを、こ

れは私のほうからもお願いをしてございまして、そういう、あらゆ

る方向から、私、時間がかかると思いますけども、やはり地元の行

政としても、常に、このことについては発信をしていく必要がある

と。それはもう常に感じておりまして、ぜひ、このことも踏まえて、

また、次期になりますけども、引き継ぎは、ぜひ、お願いしたいな

ぁというに思っております。  

６番（中村卓司君）  

   ２週間、３週間前になるでしょうか。地元で世話をしている方が、

町長がやめられる、で、次の町長さんになる、誰かわからんけれど

も、それをまた１から説明せな、大変やなぁという話もチラッと聞

いておりましたので、そんなことはない、それなりの引き継ぎをし

ていただける、というふうな話もしていただいたんで、少し安心を

しているようでございますけども。しっかり引き継ぎをしていただ

いて、県、国の計画なり、そして要望を住民の皆さんと一緒にです

ね、事業をしていただけることが続いていくように、引き継いでい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

   また、基盤整備とか先のこと、それからその 30 年の国のことに

ついてもですね、しっかり引き継いでほしいと思いますので、よろ
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しくお願いします。  

   次に移ります。地場産業の産物のトップセールスマンということ

で、町長は、氏原議員の質問の、あの紙の中にも書いてございまし

て「ええ言葉やなぁ」と思うて、ぜひやっていただきたいというふ

うに思っていましたが、が、やない、思っています。そこでですね、

今まで、その公約、トップセールスマンとしての役目は果たしてき

たかな、という、ちょっとお答えも聞きましたけども、そういうこ

とで、こういうこと、事例があったら挙げていただいて、今の思い

をですね、聞かせていただきたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。これは、トップセールスマン、非常に格好は

いいわけでございますけども、じゃあその何を売っていくかという

のは、大変でございます。まず、佐川町を売るということが大事か

ということで、これは文教のまち、歴史、そういったものを踏まえ

て、宣伝をしていきたいというふうに思っておりまして、あらゆる

場面で、そういう発言はしてまいりました。  

   そして、これ、ものを売るというのは、大変厳しゅうございます。

まず、佐川町には、いまだに、ちょっとあれですけど、売るものが

ほとんどございません。梨とかイチゴとか、そういう非常に既存の

ものございますけども、これは販路が大体決まっておりますんで、

これのブランド化ということも、私も思っておりましたけど、なか

なかやっぱり厳しいものがございます。  

   その中で、地場産品でいきましたら、農産物は、特定のニラとか、

非常に頑張っておられて、これは、ちょうど、町がそれを売るとい

うのは、なかなか難しゅう感じました。これは、ＪＡという組織、

そういったものございまして、それから産直という、今のはやりの

こともございますから、なかなか町としての、具体的にものを売っ

ていくというのはないですけども。  

私は、この中で、佐川のお米を宣伝をしたいという思いもござい

まして、これも功は奏しておりません。決して、その思いが通じた

わけじゃございませんけども、名古屋の県人会を含めて、いわゆる

尾川の清流の、これは限定して悪いですけども、尾川の清流、いわ

ゆるきれいな水で、それできれいな里で、そして棚田で、そして自

然の乾燥、これは稲木、そういったものを特殊な条件で売ったらど

うかということで、この２、３年、名古屋の県人会、これは会長さ
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んも佐川の出身ですから、時々、注文をいただいております。これ

も、これから観光協会のほうへも引き続いていっていきたいなぁと

いうに思っておりますけども、功を奏したわけじゃございません。 

そしてもう一つは、申し上げましたが、酪農。町内にも酪農家が

５軒か６軒ございまして、結構、乳牛が産出しております。けど、

そのほとんどが、町外へいっておるようでございまして、これを何

とか、地元で消化できないかというようなことで、御案内のように、

県の産業振興計画の中で、ちょっと補助もいただきまして、「ぢち

ち」というネーミングをいただきまして、これも、あちこちへセー

ルスを、私もしております。大変、味がいいということで、評判は

高うございますけども、ただ、生乳での売り上げというのは、…れ

ております。これを、ぜひ、二次、三次、六次に、発展さしていた

だいて、せめて、頑張っておられる酪農家の皆さんが、町内で全部

消化できたらいいなぁと、そんな思いで、これも頑張ってきたとこ

ろでございます。  

そしてもう一つ。これは大変、今、厳しい状況でございます。こ

れは、日本酒というのは、もう全国的に、大変低迷をいたしており

まして、唯一、私は常に、佐川町の産業としては、司牡丹しかない

なぁということを、町内外に申し上げておりまして、これの売り上

げ、これは個人の企業を応援するということじゃなくて、やはり、

かつて司牡丹には、従業員が 60 人もおった時代もございました。

それが今、もう恐らく 30 人以下になっておるということ、これが

復活するということになりますと、大きな、やっぱり雇用の場にも

なると。そんな思いで、ぜひ、地酒ということで、そういう宣伝も

さしていただきました。  

これが、トップセールスの、今、役目かといったら、そうでもな

いですけど、やっぱり、せめて、こうしたものを踏まえて、佐川町

を前面に売り出していきたいというふうに思っております。  

最後は、やはり、議論をいただいておりますように、上町を中心

にした佐川のよさ、これを観光に結びつけで、それから、ものをつ

くり、そのものが売れる、そして観光へ来ていただける。そういう

方向に、ぜひ、発展をさしていただくように、私のできなかったこ

とについては、ぜひ、次期のリーダーの人に託していきたいなぁと

いうに思う、以上でございます。  

６番（中村卓司君）  
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   お答えがいただいたとおり、言葉はトップセールスマンというこ

とで格好いいんですけど、なかなかこれをやるのは至難のわざで、

やろうとしたら、先ほどお答えがいただいたように、一部の企業だ

けやからあかんとかいう、またマイナスの要素もできますし、俺ん

ところもやってくれとかいう、出てきます。  

   ただ、全国的に見てみますと、町長さんの立場、首長さんの立場

でやっておられる方も多少はおるんですけど。例えば、講演会に呼

ばれて、おいでる首長さんがおいでたら、必ずそこの、例えば山形

やったらサクランボ、サクランボを下げて、パックにしてみんなに

配ったり、ジャムにしたものを配ったりっていう、常にそのことだ

けをセールスをしてるっていう方が、ぼつぼつおるんですけど。佐

川町にとっては、司牡丹がある、司牡丹を、いっつも提げて配るわ

けにもいきませんけど、そういった意味でもトップセールスマンで、

いっつもこう会場の立場で、その名前を出すとかいうふうなことだ

ったろうと思いますけど、大変難しいと思います。  

   この間、議長会の講習会のときに、町長も、講演会のとき、行っ

てましたよね。あの講師の方がですよね「手づくりをしゆううちは

お金にならん、機械を入れてやらな金にならん、機械を入れるには、

行政が動かな、金がない」言よりましたよね。で、行政から金を出

してもろてか引き出すかにして、それで機械化をし始めて、初めて

成功するんだという、ごっくん馬路村の、あのごっくんの例も、話

していました。  

   確かに、そのとおりだと思います。僕が町長に、口汚うに「まず

センスがないね」ってよう言いますけど、そういうセンスが、残念

ながらなかったと思うんです。トップセールスマンという意味での、

一生懸命自分がやろうという姿は、大変美しくて頭が下がる思いで

すけど、そういった意味で、上町のことについての情熱と、この地

産地消産物に、トップセールスマンとの情熱は、多分、上町のほう

が高かったと思います。個人的に、今８年を振り返ってみますと。

それと、ある意味、言葉は悪いんですけども、センスがなかった意

味での欠点が、ここで出てしまった。  

で、あそこの、馬路村の場合は、東谷という若い青年がおって、

どんどんどんどん引っ張っていく、地域の町会議員、村長まで引っ

張って行って、公認飲料の名前も、僕もあれ、本で読んだことがあ

るんですけど、ちょっとあの人の答えとは違うがやけんど、飲み会
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のときに「東谷、いつ公認したや」言うたら、「今、お願いします」

みたいなことを言うて、「ほんならええわや」っていう話になった

らしいことが事実らしいんですけど。そういった人がいて、引っ張

っていく、そのことに対して、行政が経済的に援助をする。その目

先、発展が何であるかっていう部分を、しっかり見つけるっていう

ことが必要だし、それを生み出すっていうことも必要だと思うんで

す。それが欠けていたと、残念ながら思います。  

そこで、もう引き継いでほしいのは、そういった意味での、いわ

ゆる反省に立って、今まで、少しできなかったという思いもあると

思いますので、そういった意味での、視野を広げていただく意味で

との資金も、ぜひ次の町長にはですね、出していただくような方向

性を、私のほうからお願いをするという意味で、町長にも、そうい

う話を聞いてほしいというふうに思ってますので、よろしくお願い

したいと思います。  

これは、あとお答えは要りませんけれども。お答え、ないと思い

ますから。以上にさしていただきたいと思います。時間は、どれば

ぁある、あと。12 時になったらやめますから。議長、心配、心配と

いうかあれをせんように、もう 12 時になったらやめます。  

それではですね、次の質問に移りたいと思いますが。副町長の不

在で、現在いるわけですけど、その点についてのですね、行政に対

しての支障がないか、という心配をしておりますが、副町長の在任

期間の役職、肩書きといいますか、どんなものでやられておったか

というのを、まず、それを聞かせていただきたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。副町長が委員会、もしくは外部団体等の役

員をしていたことについて、ちょっとお答えを申し上げます。  

   一つはですね、高知県副町村長会の理事、そして、佐川・越知・

日高広域シルバー人材センターの副理事長、高知県消防防災ヘリコ

プター運航連絡協議会会員、高知県防災行政無線連絡協議会会員、

仁淀川地区副町村長総務課長会構成員、佐川町青少年補導育成セン

ター運営委員会委員、佐川町青少年育成佐川町民会議副会長、それ

から佐川町奨学資金制度審議委員会委員、佐川町営住宅入居者選考

委員などで、ほかにもあろうかと思いますが、私が把握してるのは、

こういうことであります。  

６番（中村卓司君）  
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   そこでですね、町以外のことは結構なんですけど、町の関係で、

役職の中で、欠となられたことによる支障というのがあれば、聞か

していただいたらいいし、支障がなければ。  

総務課長（岡林護君）  

   この辞職によって支障があったかどうかについてはですね、当方

で判断できる問題ではなくてですね、それぞれの委員会とか、もし

くは外部団体等が御判断されることですので、当方の意見は控えさ

せていただきますが、なお、現段階ではですね、支障があった等の

お話は聞いておりません。  

６番（中村卓司君）  

   それで、もう、欠という形で、誰かが代役をしている、例えば副

町長の判が要るのを、町長が全て責任を持たれているようなことが

あったら、聞かせてもらいたいと思ったがですが。  

総務課長（岡林護君）  

   まず、それは事務決裁ということになろうかと思うんですが。い

わゆる副町長が、いわゆる欠けた状態になっております。欠けたと

いうのは、例えば、不在というのであれば、出張とか、もしくは休

暇等でですね、一時的に不在ということになりますんで、その場合

は、その担当課長が代決するということになりますが、現状は欠け

た状態になっておりますんで、代決ということはありません。その

ためにですね、特に影響が生じていると考えられるのは、支出負担

行為及び支出命令等であります。  

   これは、事務決裁規程の第５条に、副町長の専決事項ということ

で規定がございますけど、その同規定では、２千万円以下の支出負

担行為とは、副町長が専決できることになっておりまして、その額

を超える決裁は町長が行う、と。これは、副町長がいる状態の場合

は、そうなるということです。  

従来はそういうことでしたが、現状は先ほども言いましたように、

欠けた状態になっておりますので、全てですね、今、課長の決裁権

限は 50 万円以下です。で、50 万円を超えるものは全て、町長が決

裁している状況になっていると。だから、相当数のですね、決裁が

増えてきているという状況になっておりますが、ただ、これについ

てはですね、別に、町長からは何もありませんけど、ただ、相当な

負荷に、決裁に関してはですね、負荷になってる状況ではあろうと

いうふうに、私は考えております。  
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それからあと、収入に関してもですね、収入調停も、確か、副町

長が３千万円以下までの決裁で、町長はそれ以上になるわけですけ

ど、現状は、一切、欠けた状態ですんで、極端に言えば、100 円の

収入でもですね、町長決裁になるということになってますんで、収

入調定でですね。そういう面でも、決裁は増えているという状況で

はあります。  

６番（中村卓司君）  

   町長、大変やと思いますけど、公務に、自分の、町長としての公

務に支障を来すような状態じゃないんですかね。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   私が町長になって、副町長が不在期間が、確か、三月、最初に三

月、今度また終わりに三月ですから、これは、支障がないとは言え

ません。ただ、今、総務課長が説明したように、ほんとに決裁が大

変でございます。50 円、10 円から、収入の書類については判を押

すということになってますんで。  

   ただ、６月 17 日に退職されてから、もう既に３カ月経過してお

ると思いますけども、今、何とか、何とかです、やらせていただい

ております。  

６番（中村卓司君）  

   支障を来してなかったら、おる必要はないんで、支障を来しちゅ

うということで、大変ですけども、ひとつ町長の今の期間、頑張っ

てほしいというふうに思っております。  

   それでは次にいきます。３番目の質問、教育長の職務についての

質問をしたいと思いますが。議長に、くれぐれも失礼のない発言を

してくれと言われておりますので、けれども、議会は、言論の自由

なところもありますので、私自身の良心に訴えて、失礼のない質問

をさせていただきますので、その点を、御了解をお願いをしたいと

思います。  

   時間がありませんので、もう、まとめて言いますと、今の現職の

町長に指名を受けながら、議会で承認を得て、教育長になられたわ

けですけど、教育委員会というのは、独立をした機関で、予算の関

係を持たれている関係で、少し、歯がゆい思いもあるかもわかりま

せんけれども、榎並谷町長の下でやられてですね、どういった感想

を持たれているのかということを１つと、これは、特別、私がお願

いとかあれするわけではありませんけれども、歴代の教育委員長の
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中でも、何人かはですね、町長がかわったらですね、伺いを出した

りする人もおりました。けれども、それは全然、期間がありますの

で、あと２年間ですかね、ありますんで、別に、意見を挟む余地は

ないんですけども。  

川井さんとしては、今の教育長としては、どういう思いがあって、

もうずっと４年間は、やりたい、あと２年間は、やりたいという思

いがあるのかをですね、ちょっと聞かせていただいたらよかろうと

か思いますし、町長がかわったときに、どういう気持ちやろう、い

うて問うよりは、ここで言うといてもうたほうが楽ではないかとい

うふうに思いますので、失礼ですけど、ちょっと聞かせていただい

たらありがたいと思いますが、よろしくお願いします。  

教育長（川井正一君）  

   それでは、お答え申し上げます。まず、榎並谷町長のもとでの仕

事をしている感想ということでございました。私、県庁の先輩でご

ざいましたので、榎並谷町長のお顔とお名前、そして噂も承知はし

ておりましたが、実際、仕事を一緒にしたことは全くございません

でした。仕事上の話もしたことはなくて、榎並谷町長と初めてお話

をさしていただいたのは、平成 22 年の、手帳を見まして確認しま

したんですが、３月 24 日に、その４月からお世話になるというこ

とで、町長を訪ねさしていただいて、お話をさしていただいたのが

初めてであったんではないかというふうに記憶しております。  

   そのときの町長の感じですが、先ほど中村議員さんも、町長のお

おらかな感じであるとかいうにおっしゃっていましたが、なかなか

雰囲気のある方だなぁというのを感じました。  

そのときに「私、教育長としてお世話になるんですが、どういっ

たことを私に望まれてますか」というふうなこともお聞きしたんで

すが、お答えとしては「腰を据えて、しっかりやってほしい」と。

「無理せえでもええきね」と。優しい言葉をいただいたというふう

なことであったというふうに思っております。  

実際、仕事をする上におきましては、先ほどおっしゃいましたよ

うに、教育委員会は独立した行政委員会でございますので、私ども、

一定任されて、学校教育なり社会教育、ずーっとやってきました。

そういった中で、やはり予算を伴いますものは、当然、町長の理解

をいただかないと、対応できません。  

そういった中で、学力問題でありますとか、それで、町独自の取
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り組みをしたい。あるいは、ＡＬＴが従来１人であったのを、小学

校に英語が入りましたので、それ、２名体制にしたい。あるいは、

学校では、現場ではなかなか発達障害のお子さんが多くて、クラス

をまとめるのが大変だから、そういった面での特別支援を欲しいと

かいう、学校のさまざまな要望がございました。そういったがに対

して、予算面では、町長に御理解をいただいて、私は、それなりに、

各現場に対する御配慮もいただいておるというふうに捉えており

まして、総じて、私自身、仕事は、やりやすかった、というふうな

感想を持っております。  

   それから、私の進退ということでございますが、正確に申します

と、私の教育長の任期は、平成 28 年 10 月 11 日まで、あと３年ち

ょっとございます。こういう任期をいただいておりますので、私に

与えられた職責を果たさなければならないと、今の時点では、その

ように考えております。以上でございます。  

６番（中村卓司君）  

   ありがとうございました。少し立ち入り過ぎたかなぁという思い

もありますけれども、そう言っていただけたら、ありがたいという

ふうに思っています。  

   独立の立場の教育委員会でありますので、今度の学力の向上の問

題も、大変、県のほうからの司令もあったと思いますし、それから

学校の現場、先生、校長先生の間でもですね、大変厳しい現場とは

思いますけれども、教育長のいわゆる、それこそ温和な雰囲気で、

あんまりぎくしゃくすると、安定性も欠けるっていう町長のお話も

ありましたので、そういうふうな方向でですね、今までどおりです

ね、務めていただきたいというふうに、私は、思ってございますの

で、ぜひ、頑張っていただきたいと思います。  

   それと、教育長の思いを、学校現場、いわゆる子供たちとか先生

とか、そういったところへも、自分の思いを発言をしていただいて、

教育長カラーをですね、出していただいたらいいかなという思いも

ありますので、私の希望として申し上げたいと思います。  

   以上で、この場からの質問は終わりたいと思います。大変長くな

り申しわけございませんでしたが、終わりたいと思いますけれども、

町長におかれましては、元気でですね、余生を暮らしていただきた

いと思いますが。またですね、期間がありますので、引き継ぎのほ

うもですね、ぜひ、きょうの質問のとおりですね、していただきた
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い。また正確には、書いたものでですね、やっていただくほうがよ

いかなと思いますので、そのこともつけ加えておきたいと思います。

よろしくお願いします。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、６番中村卓司君の一般質問を終わります。  

   ここで、食事のため、１時 30 分まで休憩します。  

 

   休憩  午後０時４分  

   再開  午後１時 31 分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

   引き続き、一般質問を行います。５番坂本貞雄君の登壇を許しま

す。  

５番（坂本貞雄君）  

   ５番、日本共産党の坂本貞雄です。議長のお許しを得ましたので、

通告に従いまして、質問をさせていただきたいと思います。  

   質問に入る前に、一言所見を述べさせてください。  

   あす、９月 11 日は、2011 年３月 11 日に起こった、あの東日本

大震災から２年半となる節目の日でございます。2011 年３月議会の

休憩中に見た、あの大津波の映像は、今も忘れることはできません。

あれから２年半たった今も、約 15 万人が避難生活を送っており、

復興は思うように進んでいない、との報道もありますが、決して風

化させてはならないと考えるものでございます。  

   折しも９月８日早朝には、2020 年のオリンピックが東京で開催

されるというビッグニュースが流れ、日本中が喜びに包まれました。

しかし、喜んでばかりはいられないと思います。福島第一原発は、

放射能を放出しており、汚染水が海に流れ続けています。日本の英

知を集めて、この汚染水をくい止めなければならないと思います。

菅官房長官が、東京オリンピック開催が決まったときの会見で、

2020 年のオリンピックに来た世界の人たちに、復興した福島第一

原発の姿を見せなければならないという決意を表明をしておりま

した。  

   これは、全力を挙げてこの難局に立ち向かう、との意思表示であ

ろうかと思います。その決意を、我々も信じたいと存ずるものでご
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ざいます。  

   それでは、質問に入らせていただきます。  

   第１点目でございますが、町道天神谷２号線の改良を再開をして

ほしい、という質問でございます。  

   加茂 1575 番地３といいますと、これは本村の西の端でございま

すが、その下元宅付近を起点とする農道改良工事に伴う町道天神谷

２号線の改良工事が中断をしている、と我々はみております。中断

の原因は何でしょうか。工事再開の条件は何でしょうか。とします

が、その前に、この工事の現状、現在どうなっているのかにつきま

して、御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

産業建設課長（渡辺公平君）  

   お答えいたします。御質問の道路、これは農道でございますけど、

この工事は完成してございます。  

   ちょっと経過を説明いたしますと、平成元年度に、新たな事業展

開、事業計画策定することということで、町内各地区で説明会を行

いました。そして、平成２年になりましたか、町内各自治会から要

望を取りまとめて、平成２年度に、農村総合整備計画というものを

策定しました。  

   さらに、これを踏まえて、農村総合整備モデル事業というのを計

画いたしまして、順次、地元からの要望を踏まえて、農村総合整備

計画で取り上げ、モデル事業の中で位置づけております。  

   当初は、これは、今、議員申されました路線ではなくて、本村西

の吉村商店さん前から南のほうへ行き、それから天神谷２号線を通

過し、本村西の西谷踏切ですか、あの前で県道に合流する集落内連

絡道の位置づけで計画が策定しました。  

   ちょうど私も、当時この計画、事業等に、産業課でかかわってお

りましたので、よく覚えておるわけですが、実際これで、平成３年

に計画策定をして、用地とかいうことに、具体のほうに入っていっ

た折に、なかなか地元のほうの調整が難しく、入り口も出口も、入

り口も出口というか、もうほとんどの部分でなかなか難しい困難に

生じた経過がございました。  

   そこで、本来でしたら、この路線については、中止もやむなしと

いうような状況もございまして、地元とも話しましたが、何とか、

南のほうに道路が不自由なところもあるので、何とかならないかと

いうことで、また要望もいただき、地元調整をした結果、今申され
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ました下山と本村西の、ほぼ境界点になりますから、あそこを起点

にしまして、この東のほう、途中で竹崎宅前を通り、それから現天

神谷２号線をごく一部通過しておりますが、それから、なかなか東

のほうへ行って、西谷踏切のほうに行く路線は、これはやはり困難

があるということで、現在できております天神谷１号線というのが、

南北にまた別にありますが、そこまでもっていき、この道を、当初

は、集落内連絡道路から農道という位置づけに変更しまして、実施

した経過がございます。  

   このモデル事業というのは、農林水産省の補助事業でございまし

て、当然、途中で放るとかいうことではございませいで、当初の集

落内連絡道から、こういった農道に変更するということで承認いた

だきまして、この、ほぼ１キロ近い道になっております。それで完

了した経過がございます。  

   これを新たに再開するとかいうものではなくて、もう既に 10 年

ぐらい前に、この道は完了しておるということでございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。  

５番（坂本貞雄君）  

   経過を御説明いただきまして、了解をしました。農道としては完

了しておるということのようです。しかし、今の状況を見てみます

と、この農道がちょっと広いですが、それに入ってきて、その農道

の広い農道が、もう途中で切れておるもんですから、それから先へ

は行けずに、車がまたひっくり返すというような状況が、現在出て

おるわけです。それで、このいわゆる天神谷２号線というのを、拡

幅をしていただきましたら、それがスムースに通っていけると。  

   僕が思うには、横田線というのがございますが、そこに接続すれ

ば、非常にスムースにいくんではないかなぁというように考えるわ

けでございまして、加茂の人たちも「あれは何とかならんかよ」と

いう声があるわけでございます。  

   そういうことで、天神谷２号線、ここの工事をやるのに、なかな

か土地の交渉が難しかったという話も聞いておりますが、その後、

状況が変化をいたしまして、そこの土地を持っておった方が亡くな

るとか、いろいろな状況の変化がございまして、加茂の地元としま

しては、何とかあれを再開ができんかよという声が強うございます

ので、そこのあたりを確認をした上で、そういう工事が、先ほど、

課長は、もう完了したということで、再開ということにはならんか
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と思いますが、新たに、拡幅の工事ができるかどうか、そのあたり

を、お聞かせをいただけたらと思います。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   お答えいたします。先ほども申しました農村総合整備モデル事業

でやりましたのは農道と。これで完了しておると。今また新たに申

されておりましたのは、天神谷２号線と。もともとは、これを併用

して改良する集落内連絡道でありましたが、議員言われましたとお

り、はっきり言いますと、用地が非常に難しかった。私も覚えてお

りますが、なかなか難しく、本来なら中止やむなきというような状

況だったということは、先ほど申したとおりでございます。  

   これを新たにということになりますと、農道やなくて、これはも

う町道ですので、また今、こういったモデル事業とかいうものござ

いませんし、集落内連絡道路を、町道の一部分をやるとかいう事業

もございませんので、国土交通省サイドの町道改良でやらないかん

と思います。  

   やはり、申されましたとおり拡幅となれば、当然、隣接の用地の

同意が必要になってまいります。ちょっと、確かに私も、ここはよ

く通るんですが、もともと構想があったように、現状でも道路幅が

非常に狭いところでございます。  

   言われましたように、途中では、この中間あたりで横田農道とい

うのを、今、町道ですが、できてますので、そこから広くなってお

ると。これをしていくのには、やはり地元からの要望、特に地権者

なんかの同意を得られた地元のほうで、何とか地権者の総論的な同

意ですね、ぐらいまででも同意をいただいて、また協議をしていく

ように、ゼロからの出発をしていかにゃいかんと思います。  

   そこでは、地元の自治会長さんを初め、関係の方々、大いに御協

力、御理解の上、道路の町道の改良ということになろうかと思いま

すので、まだ直接、自治会長さんなんかから、この道をどうこうと

いうことは、私は全く承ってないところでございますが、地元の自

治会長さんを初め、関係の方々、役場に来ていただくなりしてから、

お集まりいただき、話を一緒にしていく、その段階からスタートせ

んといかんのじゃなかろうかと思います。  

   ちょっと、余り具体的な答弁じゃないですが、ゼロからの出発と

いうことで、そういったことを繰り返して方向性をつくりあげてい

かにゃいかんじゃなかろうかと思うております。どうぞよろしくお
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願いいたします。  

５番（坂本貞雄君）  

   いわゆる農道の状況から見まして、あそこでやめるということに

はならんのじゃないかというのが地元の感じです。農道としてはも

う完成しちゅうということで確認ができましたが、新たにゼロから、

その町道改良ということで話が進めればですね、自治会長なりの要

望があって、そういうことで協議に乗れるということで、ようござ

いますかね。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   まずは、この道が止まってしもうて、再開をというような認識で

質問議員言われましたとおりのような認識を地元がされておる場

合には、この道は止まったものじゃなくて、当時の事業で、最善尽

くして、完了したものであるという認識をまず第一にしていただき、

それから天神谷２号線というのは、これはもう町道改良として、今

まで、一度も町道改良としては手がつけられてないですので、その

意味で、新たな出発ということを申しました。  

   ここで、やはりそういったところを地元の方々に御理解していた

だいた上で、以前にもありましたような、そういった困難にならな

いように地元の方の関係の方々、地権者の方々の御理解、御協力、

御同意を得られるように、務めていかなぁいかんと思います。そう

いう意味で、先ほど役場のほうに来ていただいてというのは、そう

いった誤解もあるでしょうし、これからどうしていかないかんと、

以前の経過なんかについても御説明の上、考えを一にして、取り組

まないかんということで申しました。  

   一番大事なのは、やはり用地の関係の方の同意ということが、公

共事業何事にも前提になってこようかと思います。  

５番（坂本貞雄君）  

   我々としては、その道路の形状から見て、どうも、その工事の中

断じゃないかよというような理解もしておったわけですが。今の課

長の説明で、よくわかりました。  

   町道の改良としてゼロから出発するということで、話がスタート

できるということのように承りまして、この質問は終わらしていた

だきたいと思います。  

   第２点目としまして、加茂の診療所の再開につきまして、御質問

をさせていただきたいと思います。佐川町と日高村に分村合併する
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前の加茂村には、診療所があったということをお年寄りから聞かさ

れるわけでございます。  

   加茂は、確かにＪＲは走っておりますが、自分の家からＪＲの駅

まで行くのにも遠い。ＪＲの駅をおりて、そこから病院へ行くまで

の距離も遠いということで、高齢者の方、特に、病院へいきますと

いうことになりますと、持病持ちということになるわけですが、そ

の身には大変こたえるという声が聞こえるわけでございます。加茂

に診療所がありまして、せめて月１度でも診てもらえ、薬をもらえ

たらという声は加茂の高齢者の切実な願いでもございます。  

   以前、本議会で、加茂に診療所をつくってほしいとの質問をした

ことがございますが、そのときの答弁は、今の高北病院の医師不足

の医療体制のもとでは、加茂診療所の再開は難しいという答弁でご

ざいました。  

   では、どのような条件が整えば、尾川にもあり、黒岩にもあると

同じように、加茂診療所が再開できるか、そこを、お聞かせをいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。  

病院事業副管理者兼事務局長（笹岡忠幸君）  

   加茂診療所の再開につきまして、お尋ねがありました。まず初め

に、高北病院と附属診療所のかかわりにつきまして、今、どのよう

な状態になっておるのか、その状況を御説明した後で、再開に当た

って、必要と思われますいくつかの条件につきまして、お答えをい

たしたいと思います。  

   御案内のとおり、高北病院では、黒岩と尾川の２カ所に診療所を

設置しております。この黒岩、尾川診療所とも旧村時代から、村が

設置をいたしました国保診療所がありまして、それが高北病院の設

立に伴い、移管をされたという経過があるわけでございます。  

   ２つの診療所とも、従前は、専属の医師が常駐をしておったわけ

でございますが、だんだんと医師不足となりまして、月４回の診療

へと変わり、さらに医師不足が講じまして、現在は月１回、これは

午後の２時間程度でございますが、月１回の診療となっております。 

   毎月のこの診療日には、スタッフといたしまして、本院から医師

１名、それから看護師１名、場合によっては、この２名行くときも

あるようですが、通常、看護師１名、薬剤師１名、会計担当の事務

職員が１名、運転手役が１名、こういったメンバーで出張して対応

してるところでございます。  
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   なお、患者さんは、月によりまして多少増減がございますけれど

も、１回当たり 20 名程度となっております。このほか、特別養護

老人ホームの春日荘、こちらのほうにも病院から毎週２回、午後の

半日でございますが、医師を派遣をしております。  

   このような状況にありまして、現在の高北病院の医師数は、法律

医療法で定める標準医師数をクリアはしておりますけれども、ほと

んど余裕のない状態になるわけでございます。  

   議員御質問のように、加茂地区へも診療所を設置するということ

になりますと、この法律で定める医師数を確保できない、いわゆる

標欠病院となる恐れもあるわけでございます。したがって、医師が

一定数充足されることが、最も大きな条件と言えると思います。  

   次に、２つ目でございますけれども、この医師の充足のほかに、

保健医療行政上の判断も加わってくるかと思います。例えば、近隣

に医療機関が全くない、交通事情もよくない、住民が大変困ってお

るといったような状況がありまして、加茂地区に、診療所を設置す

る必要性が相当高いといったようなことが求められるんではない

かと思います。  

   また、３つ目でございますけれども、病院が診療所を設置すると

なりますと、経営上の観点で、いわゆる経営の観点も無視できない

と思います。現在、医業収支は毎年度厳しい決算が続いておりまし

て、附帯事業により全体としての黒字が計上できておる状態でござ

います。このため、経営上の観点も無視できない条件の１つと考え

ております。  

そして、この４つ目でございますが、これらの事情を総合的に検

討の上、議会の御意見もいただきながら判断をしていく、こういっ

たことになろうかと思います。  

主な条件といたしまして、想定される４点を申し上げました。以

上でございます。  

５番（坂本貞雄君）  

   ありがとうございました。なかなか条件が厳しいようでございま

すが、やはり、高齢化が進むという中で、どうしても近くに診療所

が欲しい、病院が欲しいという、そういう希望といいますか、願い

は、非常に大きいもんがあるということで、確かに加茂は、ＪＲは

走っておりますが、走っておるというだけで、その条件が、設置の

条件みたいなものに当てはまらないとなると、これも大変なことで
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ございますが、高齢者にとりましては、ＪＲがあるがために、かえ

って困難さが増すというようなこともあるわけでございまして「ど

うしても加茂に診療所が欲しいのう」という声は、ますます今後高

まっていくだろうというように思うわけです。  

   最近、その医師不足の問題で、県のほうから奨学金も出しまして、

高知大学医学部の定員枠に県内の医学生を確保するというような

ことも、この高知県の医師不足に対応するためにとっておるやに聞

いておりますが、そういうその医師の卵が、もう間ものう、お医者

さんとしてひとり立ちできるような格好になる時期ではないかと

いうようにも考えますが、そういうところで、医師の充足というこ

とについての希望的な観測ができないものかというように考えて

おりますが、いかがでございましょう。  

病院事業副管理者兼事務局長（笹岡忠幸君）  

   今回のこの御質問につきましては、医師の充足が最大の課題だろ

うと思っています。現在、県の補助金、これは奨学金でございます

けれども、奨学金を、高知大学の医学部の学生に給付して、地域枠

で採用した学生が入学しております。  

   これが、だんだんと卒業出てくると。卒業生として出てきます。

それがもう、ひーふーだろうと思っておりますが、もう 30 名ぐら

い医学生がたまっておると、在席しておると聞いておりますので、

そういった日が近づいて来るというふうに思ってます。大いに期待

をしているところでございます。今度とも、県との関係も連携を密

にしながらですね、医師確保に向けて頑張ってまいりたいと思いま

す。  

５番（坂本貞雄君）  

   確かに、今言われましたように、医師の卵がたくさん生まれてお

るということで、そこに我々も希望を持ちたい、というようにも考

えるわけでございますが、とにかく、今の高北病院の病院体制の中

でも、医師確保ということが最大の課題であろうかと思いますし、

その医師確保ができた暁には、加茂の診療所も可能性がなきにしも

あらず、というように受け取らせていただきまして、なお、加茂の

皆さんとは、そういうことで話も続けていきたい、いうように考え

ております。これで、この質問は終わらせていただきたいと思いま

す。  

   第３点目といたしまして、佐川町立美術館をつくってほしいとい
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う質問でございます。  

   文教のまち佐川に美術館がないことに、寂しさを禁じ得ません。

美術館こそ、その町の文化水準の象徴であると考える者の一人であ

るからでございます。なお、県下には、美術館と名のつく施設が 15

ありますが、町村では４カ所のみでございまして、県内の水準とし

ましても、非常に寂しい限りではないかなと思うわけでございます。 

ちょっと話はそれますが、大阪市長の橋下徹氏は、上方芸能の象

徴であります文楽への補助金を削減をいたしまして、大阪の品格を

下げたとして非難をされておるということも、ある報道で聞かして

いただきました。まさに、文化は町の品格をあらわすものと考える

ものでございます。  

図書館が充実し、美術館でよい作品に触れることで、佐川町民、

特に、子供たちの文化水準が向上し、そこから醸し出す雰囲気が、

文教のまちをつくっていくのではないかと、思っておるものでござ

います。文教のまち佐川の名は、県下に知れ渡っております。その

文教のまちの名に恥じない文化施設、佐川町立美術館の建設を心か

ら願うものでございます。  

折しも、4,000 名余名の署名をもちまして、新しい図書館をつく

ってほしいとの動きが出ております。青山文庫の移転も考えなくて

はならない時期に来ておりまして、合わせますと、大きな事業とな

ることが予想されます。短期に結論が出ることではないかとも思わ

れますが、この事業の中に、美術館建設もぜひ、組み込んでいただ

きたいと願うものでございます。  

美術館があることが、文教のまち佐川の文化水準を高め、佐川町

の品格を高め、佐川町を文字どおりの文教のまちたらしめると確信

をするからでございます。町長の御所見をお聞かせいただきたいと

思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   坂本議員さんの、大変格調の高い御質問でございますけども、お

答えを申し上げたいと思います。  

   まず、美術館でございます。確かに、県下にも町村で、いくつか、

４つということではなしに２つくらいじゃないかなぁというに思

っておりますけども。町村では。そんな状況でございます。この、

既に設置されておる町村、これはやっぱり、その時代、随分社会情

勢が、どういうか緩やか、まぁまぁ右肩上がりの時代に取り組んだ
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成果じゃないかということと、それから特別なやっぱり、例えば、

そこに絵描きさんが存在して、その収蔵する絵画が、大きなものが、

割に手軽に手に入ったとか、そういういろいろの条件があった背景

があったんじゃないかというに思っております。  

   ただ、佐川町においては、御案内のように青山文庫、これは博物

館の資格を持っておりまして、美術館ではございませんけども、そ

の文化の高さにおいては、そのほかにも引けをとらない施設である

というに考えております。これ、美術館と一緒には、なかなかいか

んと思いますけども。そういう背景がありまして、現在、美術館が

ないのは事実でございます。  

   それで、近隣の町内含めて、例えば絵画だとか、あるいは工芸だ

とか、そういった愛好者もたくさんお見えでございまして、そうい

う作品を披露する場面においては、施設を使っていただいて、それ

なりに活躍しておりますけども、美術館となりますと、早急にはな

かなかいかない背景は、一つは、そこにふさわしい収蔵品、これが

非常に大事になってきます。  

これから、それを、価値のあるものを手に入れるとなると、かな

りな費用がかさむという背景もあるんじゃないかなというに、私も

考えております。  

そんな中で、先ほども質問にございました。町立の図書館の新設、

新設というか、いわゆる改築でございますけども。それの要望も出

てまいりまして、この議場でも議論が随分されておりました。私と

しては、なかなか一気に、図書館の新しい改築というのは、厳しい

状況であるというなほうで申し上げております。  

その中で、御質問ありましたけども、青山文庫。これは、非常に

私どもは、中身はすばらしいものがあると。博物館としての。ある

いは、いろいろな収蔵品を含めても、立派なものがあるというに自

負しておりますけども、これの、いわゆる改築も議論をしなければ

ならない、もう既にそこへ来ておると思います。  

そういったことを踏まえまして、先ほどの美術館、これの構想、

それから図書館、それから青山文庫あわせて、将来的には、大変な

費用の要ることになろうと思いますけども、これは、私としては、

例えば、青山文庫につきましては、基金等、そういったものを創設

しながら、内外で協力していただきながら、なかなか自前だけでは、

厳しい状況であるというふうに思っておりますので、そういう時期
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に来ておるというに思っております。  

そうしたことを踏まえますと、先ほどの御質問にありました図書

館、それから青山文庫、これはもう博物館の資格がございますけど

も。そしてもう一つは、美術館。先ほど御提案あった美術館。そう

いったものを総合的に、どういうな方向でいくかということも、検

討の時期に来ておるというに思うております。  

これは、直ちに、私はここで「美術館、それいいね。美術館つく

りましょう」ということには、なかなかならんと思いますけども、

非常に、構想としてはすばらしい、文教のまちにもふさわしい、欲

しい施設であるということは、私も認めたいと思いますけども、そ

ういった過去の背景もございます。それから今後のことにつきまし

ては、費用のことも踏まえて、いい意見を集約して、すばらしいも

のを、ひとつつくっていただいたらというに思っております。以上

でございます。  

５番（坂本貞雄君）  

   ありがとうございます。やはり、美術館があるということは、非

常にすばらしいことだと思いますし、町長の御認識も、そのようで

あるということをお伺いさせていただきまして、大変、心強うござ

いますが、教育長の御見解もお聞かせいただきますか。  

教育長（川井正一君）  

   お答え申し上げます。基本的には、私も、やはり文教のまちを有

する佐川町であれば、美術館は、ふさわしい施設であるというふう

には考えております。  

ただ、佐川町全体の、社会教育施設全体の状況を見てみますと、

先ほど出ておりました青山文庫、そして私どもが今現在おります総

合文化センター、ああいった、まだ耐震性のない建物もございます

し、図書館改築の問題もございます。  

したがいまして、佐川町の社会教育施設全体の施設整備を検討す

る際に、町民の皆様の美術館新設を望む気運の高まり、そういった

ものなども踏まえて検討する必要があるんではないかというふう

に考えております。以上でございます。  

５番（坂本貞雄君）  

   ありがとうございます。やはり、町民の皆さんの意識が、やっぱ

り、どう高まっていくかということにもかかろうかと思いますし、

ちょうど今、図書館と青山文庫、これの問題も検討せないかん時期
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になっておりますので、それにあわせまして美術館ということにつ

きましても、これを俎上にのせていただきまして、検討をしていた

だくということを、ぜひお願いをしたいと思います。  

   町長は、今度、引かれるそうでございますが、引き継ぎの際には、

ぜひ、よろしくお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

   美術館の問題は、これで終わらせていただきます。  

   次に、企画課をつくってはどうかということでございます。  

   私は、民間企業に身を置いた者としまして、日ごろから、本町に

企画課がないことが気になっておりました。民間会社は、必ずと言

っていいほど企画課を置いております。なぜかといいますと、その

企業の命運を左右するからでございます。先を見通す、見誤らない

ために、不可欠であることを知っておるからだろうと思うわけでご

ざいます。  

   昨今、本町では、場当たり的ではないかとも言える施策が推し進

められたように思われます。水の科学の問題、かいな小富士団地の

問題、中学校の移転改築に伴う霧生関の造成工事、ナウマングラウ

ンドの整備等、担当者任せにせず、専門部署いわゆる企画課で知恵

を出し合い、じっくり検討した上で取り組んでおれば、今のように、

迷走することはなかったのではないかと思われるわけでございま

す。  

   さらに、大きなビジョンとしまして、初期消火のための放水消防

車を各部落の中心部まで乗り入れることのできる町道の拡幅計画

の立案、図書館建設や青山文庫の移転、町立美術館をつくるかどう

か、桜の佐川をどう復活させるか、など、担当者任せにせず、専門

部署の企画課で、じっくり練り上げなければならない課題が山積み

しておると考えるわけでございます。  

   町長は、企画課がない中で８年間町政を担ってまいりました。そ

の経験からいたしまして、企画課という課について、どうお考えか、

お聞かせをいただきたいと思います。  

   なお、県内の町、何々町の町に、企画課としてはっきり、課を置

いております町は、16 中 10 町でございます。なお、本山町は、企

画室として置いておりまして、重要視をしておるようでございます。

町長、お聞かせをいただきたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。組織、機構につきましては、これはまぁ、そ
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れは会社にかかわらず、我々、やっぱり（聞き取り不能）その中で、

例えば、トヨタ、日産、三菱、大企業、そして、町を行ったら零細

まで企業あるわけでございますけども、やはりその当然中身につい

ては、大企業も中小企業も、あるいは小さい企業も、その企画性と

いうのは、これは実に大事でございます。その組織をどうするかと

いうのは、これは、それなりの立場で考えていかなければならない

んじゃないかというに、基本的に私は思ってます。  

   ただ、佐川町の場合、かつては企画課というのがございましたよ

うでございます。ただ、その後、いわゆる行政機構改革等によりま

して、だんだんと人員も削減してまいった中で、効率的な、いわゆ

る機構運営をしていくには、どうしたらいいかということも、これ

は当然、我々、税金を扱って、それを有効に使う者としては、大き

な使命であろうというに思います。  

   そんな中で、佐川町としては、企画課はなくしましたけども、企

画財政という中で、併務ではございますけども、一応企画という名

前はのせております。  

   ただ、そこで、専門的にそれやれるかといえば、それはなかなか

いかんわけでございますけども、それを補完するということで、私

どもは、毎月１回、いわゆる庁議、これは課長級の集団でございま

すけども、その場で、いろいろ議論をしながら、全体の行政の運営

の話し合いをしていくと。そういう場面で、補完をしてきておりま

す。  

   言いように、ちょっと語弊があるかもわかりませんけども、確か

に、あるに越したことないわけです。ただ、人的な余裕がないとい

うのも事実でございまして、この場でもたびたびと、職員に負担を

かけてはしないかという議論もいただきました。確かに、その面も

ございますけども、これはお互いに、その横の連絡補完をし合いな

がら、企画的な発想も、もう全体で醸し出していくという方向で、

今まで８年間私はやらさしていただきました。  

   その中には、例えば、課を統合した、あるいは課を新設した、新

設したというのは、御案内のような滞納整理課だったわけでござい

ますけども、今回、ことしから議会の御理解も得まして、収納管理

課と。これ２つを１つにしたというな格好にはなったわけでござい

ますけども。そういうふうな機構組織は、今の時代にそぐうしたよ

うな内容で、我々この非常に厳しい人材、いわゆる数の中で運営し
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ていかなければならないというに思っておりまして、その企画のも

んも当然大事でございます。  

そうしたことで、一つは、今回、観光というな、これは、それぞ

れ推移しました。総務課にあったり、今、産業建設課の中にござい

ますけども。その分を今度は、観光協会に、職務を全部やるわけじ

ゃないですけども、主な仕事は、そういったところへお願いをしな

がら、町の職員としてのやるべきものはどこかということを、これ

からも慎重に考えながら、いかなければならないと。その企画課を、

重要性というのは、十分認識した上での答弁でございますけども、

この８年の間、そういう必要性は感じながら、なかなか新しい課を、

そこで専任の、何人かを配置すると、そういう余裕がないというこ

とを、ひとつ御理解、なかったということを御理解願いたいと思い

ます。  

５番（坂本貞雄君）  

   確かに、職員の数とか、そういうことから見て、いわゆる企画課

という専門部署は置けなかった、という事情はわかりますが、やは

り行政改革の名のもとに、そういう最も大事な部署を町の先行きを

左右するような最も重要な部署を削減をするということが、本来、

その行政改革の名に値するかどうか、私は、非常に疑問に思うわけ

です。  

   何か、行政改革言うたら、皆、許してくれるように言いますけど、

それによって、町の行く末が左右される。そして、町民へのサービ

スが行き届かない、いうなことになりますと、何のための行政改革

や、というように感じるわけでございまして、やはりそこは、町の

将来的なビジョンを描くためにも、そういう企画課という専門部署

は、佐川にはどうしても必要だというように感じておりますので、

なお、今後とも、内部でも御検討いただけたらというように思うわ

けでございます。  

   この項の質問を終わらせていただきます。  

   続きまして、ＴＰＰにつきまして質問をさせていただきます。  

   ＴＰＰに断固反対を貫けるか、ということでございます。2010

年、民主党政権下で、ＴＰＰに参加することが検討され始めたころ、

農水省は、ＴＰＰ参加による影響の試算を発表をいたしました。  

   そのときのことでございますが、食料自給率が 39％から 13％。

農産物の生産減少額が４兆 1,000 億円。農業の多面的機能の総出額
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が３兆 7,000 億円。国内総生産の減少額が、８兆 4,400 億円。就業

機会の減少数が 350 万というように試算をされております。  

   特に、農林水産業への影響が多いことがわかりました。このため、

ＴＰＰ交渉参加表明後、農協を中心とした反対運動が大きく盛り上

がりました。さらに、農林水産分野だけでなく、医療への影響、食

の安全問題、薬科の問題、国民皆保険への影響。公共事業への影響

など、広範な国民生活全般で、国の形を変えるほどの影響の大きさ

が判明する中で、反対運動は全国的なものとなり、このＴＰＰへの

交渉参加を押しとどめてまいりました。  

   しかし、安倍政権は、アメリカと財界の言うままに、ＴＰＰ交渉

参加に突き進み、この７月 23 から 25 日に開かれました、マレーシ

アでの交渉会合の最終版に正式に参加をいたしました。  

   アメリカとの２国間交渉ともあわせまして、アメリカの主導のも

と、年内妥結かとも言われております。しかも、交渉参加の冒頭で、

守秘義務契約というものに署名をいたしまして、これを盾に交渉の

経過、内容を一切明らかにしておりません。  

   これでは、日本が守るべきは守るとした米などの農産品主要５品

目の関税撤廃は、許さないなどの日本の主張が貫けるか、全くわか

りません。アメリカやオーストラリアは、ＴＰＰがもともと関税撤

廃を前提としていることを盾に、完全関税撤廃を迫っております。

これでは、ＴＰＰへの参加は日本を丸ごとアメリカに売り渡すこと

になりはしないか、との声が上がるのも当然と言えます。  

   しかし、いくら守秘義務を盾に国民に隠れて協定書を結んでも、

協定書は国会の承認を得なければ、成立をいたしません。昨年 12

月の総選挙で、ＴＰＰ参加に反対した自民党議員は、当選者 295 人

のうち 205 人、約７割を占めております。  

   重要農産物、米、牛肉、豚肉、乳製品等の関税撤廃は、絶対許さ

ない、という姿勢をこの選挙でも明らかにしております。協定が、

これに反する場合、その成立はあり得ないと考えます。ＴＰＰ断固

反対で一致しています全国町村会は、ここに着目しまして、ＴＰＰ

反対を掲げて当選した前国会議員に働きかけるべきではないでし

ょうか。  

   そうすれば、国益に反するＴＰＰ協定は、成立する見通しはない

と考えます。今日までずっと、ＴＰＰには断固反対を貫いてきまし

た町長は、どのようにお考えでしょうか。お聞かせをいただきたい
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と思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。今、るるＴＰＰのことにつきまして、御意見

を賜りました。これは、私ども、ここで何度となく議論をさしてい

ただき、その考え方については、何ら変わるところはないわけでご

ざいます。  

   ただ、御存じのとおり、今、いろいろの形で交渉が進んでおるよ

うでございますけども、その中身たるや、全くわからない状況でご

ざいまして、これはもう知るよしがないということでございます。 

   そんな中で、なぜ、町村会が反対した、その背景というのは、ま

さに今、坂本議員がおっしゃられた、いわゆる地域が崩れてくると、

これは、過去の農山村の、特に、山の生活が乱れてきた背景という

のは、まさに木材の関税撤廃、そこからきてると。これはもう我々

田舎に住む者には、皆それを承知しておるわけでございますから、

そういったことを、やっぱり懸念をして、やっぱり中山間地域がこ

のままでは壊れると、その危機感から、町村長会は断固反対という

ことを貫いて、当然私たちもその大会に行きましたら、そういうス

ローガンのもとに進んできたわけでございます。  

   ただ、一佐川町長として、どこそこに働きかけるというようなこ

とは、なかなかこれは難しい問題でございますから、そういう組織

を通じての反対運動はしてきたつもりでございます。そういった意

味で申し上げますと、中身がわからない、なおさらのこと、やっぱ

りきちっと、先ほどおっしゃれたように、もう交渉に入っておるわ

けでございますから、多分、どういうに進むかは別にしまして、き

ちっと内容を明らかにして、そして我々が、今まで捉えてきた地方、

いわゆる中山間地域をどうするのか、ということをきちっとやっぱ

り国としては明らかにする必要があると。そういうに私は考えてお

りまして、そういった方向を、ぜひ今後も、政権も含めて、私は願

っていきたいなぁというように思っております。  

   先ほど申し上げましたように、決して私の今の立場で、ＴＰＰ交

渉に入ったから、もうやむを得んということじゃなくて、やはりＴ

ＰＰの締結については、問題があるという認識で、今も頑張ってご

ざいます。以上でございます。  

５番（坂本貞雄君）  

   わかりました。ＴＰＰにつきましては、非常に問題があるという
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ことの御認識ということ伺いまして、心強うございますが。とにか

くこのＴＰＰ交渉というのは、いわゆる守秘義務というのを盾にし

まして、この交渉の経過につきましては、全然発表しない。妥結す

るまで発表しない。しかも、その交渉経過については、４年間とい

うものを発表しないとも言われておりまして、そんなものをいきな

り国民に押しつけると。こうこうこういうことになりましたと言う

て押しつけても、それはなかなか国民としては受け入れがたいとい

うように思うわけですが。  

そこで、私がポイントとして思いますのは、やはり、中山間地を

崩壊させてはならんという全国町村会の一貫した態度がございま

すので、やはりその選挙で、ＴＰＰ反対の公約を掲げた国会議員に

対しては、やはり働きかけるべきだと。このＴＰＰの協定書が正式

に成立するのは、国会で承認を受けないかん。そうなりますとＴＰ

Ｐ反対、こんな条件じゃなかったら受けれませんよ、と言うて選挙

に当選した人は、その条件が盛り込まれてない協定書には、当然反

対せないかんわけで、そういうところを、やはり全国町村会としま

しても、強く働きかけをしていくということが、今後最も大事じゃ

ないかなと考えるわけでございまして、町長が一人言うても、それ

はなかなか大変だと思いますが、町村会の、そういう場で、そうい

う働きかけをするということはできるんではないろうかと考える

わけですが、いかがでしょうか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。当然、私たちも、全国の 950 余りの町村会の

一員でございます。そういった意味で、当然高知県には、高知県の

町村会というのがございまして、今、23 の構成でございますけども。

そういった議論の中では、先ほど申し上げましたような形で、国な

り、あるいは国会議員なり、そういった働きかけは、今までもして

きてございます。  

   いろいろの場面で、このＴＰＰ問題は、それぞれの各町村長が発

言してございますから、そのことは、現在も継続して生きておると

いうに私は、信じております。  

   ただ、私、10 月 27 日までの任期でございますから、次の大会、

全国の大会は、もう私出席をできませんので、あんまり無責任なこ

とは申し上げれませんけども、多分、ことしの 12 月の町村会でも、

またこのＴＰＰの問題については、町村会としては多分反対という
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スローガンが出ると、私は、そう信じております。  

５番（坂本貞雄君）  

   任期が、残り少ないという町長ですので、なかなか次の町村会に

は出席できないということはわかりますが、ぜひ、新しい町長に引

き継ぐ際には、こういう議論もあったということを、ぜひ、引き継

ぎをしていただいて、ＴＰＰには断固たる反対の姿勢を貫いていた

だきたい、いうことをお願いをしまして、この質問を終わらせてい

ただきます。  

   最後の質問ですが。昔の桜の佐川を取り戻せ、ということで質問

をさせていただきます。  

   僕は、1938 年、昭和 13 年８月 21 日に、越知町野老山で農家の

次男として生を受けました。ゆえありまして、昭和 29 年県立高知

工業高等学校電気科に入学し、昭和 32 年３月、同校を卒業して同

年４月に四国電力に入社をいたしました。この３年間が、僕と佐川

を結びつける決定的な３年間となりました。  

高校２年３学期より、通学できるバスの運行が始まったため、野

老山から高知の学校へ、朝５時起き、バス、列車、電車を乗り継い

で、片道２時間半の通学を始めました。  

佐川の桜との出会いは、この通学を始めた年の４月でございまし

た。赤土峠の国道沿いの桜、松崎の道沿い、そして佐川駅、東町の

踏切からまっすぐに伸びる上郷の桜、霧生関の峠越えの桜、奥の土

居の桜と、どれもこれも見事なもので、ただ、ただ魅了をされまし

た。  

この佐川に住みたいなぁ。17 歳の心が動きました。中学校の修学

旅行で行った古都奈良、京都の落ち着いた雰囲気が、この佐川の町

にも感ぜられたこととも重なっておりました。この佐川に住みたい

という気持ちを決定的にしたものは、昭和 32 年４月に四国電力に

入社し、初めての勤務地が佐川となったことでございます。  

入社就業教育を高知で受け、４月 12 日に佐川に着任いたしまし

たが、何とその日が僕たちの新入社員の歓迎の花見であったのでご

ざいます。満開の桜の奥の土居で、手荒い歓迎に合い、司牡丹をし

こたま飲まされました。緊張のあまり、酒をいくらつがれても、酔

うことはありませんでした。「今度来たのは飲めるぞ」とそれ以来、

酒飲みの称号をいただいて現在に至っております。  

この佐川の桜も、今は見る影もありません。上郷の桜は、国道改
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修で全てなくなりました。バスが桜の枝をこすりながら通っていた

松崎の桜もありません。奥の土居は、見てのとおりでございます。

いまや、佐川の桜をほうふつさせるところは、役場、高北病院前の

春日川右岸の桜のみとなっております。  

佐川への永住を決意させ、それを実現させているほどに 17 歳の

少年の心を揺さぶった、昔日の桜の佐川を取り戻してほしい。75

歳の老境の身の切なる願いでございます。昔の桜の佐川を取り戻す

ために、何をなすべきか、町のトップのお考えをお聞かせいただき

たいと存じます。  

   また、そのことを、後任の町長に、どう引き継いでいただけるか

もお聞かせをいただきたいと思います。よろしくお願いします。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えします。何か、自分も若干、坂本議員さんとは１つ年上で

ございますから、同じ世代を生きた者としては、今のお話、大変身

につまされる思いがいたします。  

と申しますのも、私も、ここで育ちまして、奥の土居、そして千

本桜、上郷でございます。そして松崎の片町でございましたけども、

川野辺に桜がずーっと、これはもう鮮明に残っておりますけども、

ただ、私は、坂本さんと若干違うのは、桜の美しさというのは、あ

んまり記憶に残ってない。桜が咲いちゅうのは、そこで、奥の土居

では花見、にぎやかな酒飲みの場と。これは非常に鮮明に残ってお

りますけども、さて、桜をめでたかどうかというのは、ちょっと私

も反省するところでございますけども。  

いずれにいたしましても、佐川の桜、これはもう、過去に主流を

占めたのは、ソメイヨシノだというように思います。これは、一つ

は、定かじゃございませんけども、牧野富太郎が、非常にソメイヨ

シノが好きだったというような話で、大変、桜をめでた大先輩がお

られた、それが、佐川にその桜が早く根づいたというふうに、私は、

個人的には理解をいたしております。  

当時は、今でこそ県下各地に桜の名所たくさんございますけども、

当時、いわゆる明治、大正、昭和の初期にかけては、唯一、奥の土

居が、やっぱり高知県の、ほんとの桜の名所というに、そんな記憶

もいたしておりますけども。その後、私どもも、子供のころから、

奥の土居行ったら、随分遊んだ記憶がございます。  

そんな中で、この 10 年の間、ソメイヨシノというのは、どうも
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寿命が非常に短いというようなことも聞いております。山桜は何百

年も生きるんですけども、やっぱりソメイヨシノというのは、大体

60 年から 70 年と、そういうに聞かされておりますけども、ただ、

専門家に言わせますと、きちっと管理をしていけば、「結構長持ち

するんですよ」ということも言われましたけども。そういった意味

で、せっかくの佐川の桜が、我々も含めて、やっぱり時代の流れと

はいえ、あんまり大事にしてこなかった、そのことが現在につなが

っておる。  

ただ、昭和 50 年の大災害の後、心ある人が、河川改修の川の、

春日川も含めて、九反田の立野川の周辺にも随分植えてございます

けども、これは今、大変、壮年期で、非常にきれいな桜が咲いてお

ります。だから、桜の数でいきましたら、当時と今と、そんなに数

は変わらんじゃないかとは思いますけども、坂本議員のおっしゃら

れる昔日の思いというのは、過去の上郷の千本桜、あるいは奥の土

居の、あの非常に壮大な風景、それが記憶にあってと思いますけど

も、現在、町内で、桜の数でいきましたら、結構あると思いますけ

ども、今言ったような内容でございます。  

そういったことで、私どもとしては、いろいろな知恵を絞って、

また町民の方にも大変な御協力もいただきまして、まず、牧野公園。

ここには、あるいは５年 10 年かかると思いますけども、昔日の雄

大な景色が見られるように、今、一生懸命、ボランティアの皆さん

も含めて手入れをしておりますし、もうかなりな本数を植えかえを

さしていただいております。  

ぜひ、昔日の姿が間もなく来ると思いますので、どうか、ひとつ

期待をして送っていただきたいし、そして、引き継ぎの話が出まし

たけども、当然、これは、私どもとしても、先に、５年、10 年、20

年、30 年、つないでいかないきませんので、ぜひ、こういう気持ち

をつないでいくように、後任の方にもお願いを申し上げたいという

に思っております。  

最後になりましたけども、私も今期で引退ということでございま

す。漏れ承りますと、坂本議員さんも御勇退というなお話を、これ

は、私、聞いただけで確定じゃございませんけども、もし、そうい

うことになりましたら、同じ、この場での卒業生ということで、今

後とも仲よく、どうぞよろしくお願い申し上げまして、…としてい

きます。ありがとうございました。  
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５番（坂本貞雄君）  

   ほんとに、１つ違いの同じ年代ということで、昔の佐川の桜が見

事だったということは、記憶にあろうかと思います。ほんとに、僕

が越知じゃなしに、出身地の越知じゃなしに佐川へ住もうと思った

のは、桜がきれいなということと、やはり文教のまちとしての落ち

着いた雰囲気、そういうもんが僕とぴったり合うたなということで、

高校の２年生のときに「あぁ、ここに住みたいなあ」と思うた気持

ちが、今は実りまして佐川に住まわせてもらっておりますが、そう

いうように、ものすごやっぱり若者を引きつけるといいますか、

人々を引きつける魅力というのが、桜にあるんじゃないかというこ

とも、ぜひ頭に置いていただきまして、あの時分の、ほんとにすば

らしい佐川の桜を取り戻したいなぁという気持ちが非常に強うご

ざいます。  

   僕も、議員は引退をさしていただきますが、その気持ちだけはず

っと持ち続けながら、佐川町を、ほんとに桜の名所に復活するため

に、自分のできることはしたいなと、いうように考えておりますが、

町長もぜひ、そのお気持ちをお忘れにならないように、よろしくお

願いをしたいと思います。  

   以上で、桜の話は終わりたいと思います。  

最後になりましたが、榎並谷町長とは、平成 17 年に、同じよう

に、この町政に携わることになりました。町長と議員ということで、

その役割の重さは、ずいぶんと違いますが、同じように８年間町政

に携わって来らせていただきました。  

榎並谷町政に対しまして、私は、いいことはいい、悪いことは悪

いとして、是は是、非は非として、ずっと接してきたわけでござい

ます。そして、質問なども、国政のことをいろいろとぶっつけたり

しまして、大変御迷惑をおかけをいたしましたが、私は、国政は、

即町政だというのが、僕の持論でございまして、国のやることは町

民に必ずはね返ってくるんだということで、そういうことを取り上

げさせてもらいましたということで、どうか御容赦をいただきたい

と思います。  

榎並谷町長におかれましては、８年間、ほんとに重責を担われま

して、御苦労でございました。今後の御健勝をお祈りをいたしまし

て、僕も最後になりますが、この質問を終わらせていただきたいと

思います。どうもありがとうございました。  
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議長（永田耕朗君）  

   以上で、５番坂本貞雄君の一般質問を終わります。  

   これで、今定例会に通告がありました全ての一般質問を終了しま

す。  

   日程第２、常任委員会審査報告について、を議題とします。  

   総務文教常任委員長の報告を願います。  

総務文教常任委員長（徳弘初男君）  

   （以下、「請願審査報告書」及び「別紙」朗読）  

   （以下、「総務文教常任委員会審査報告書」朗読）  

   以上、報告をさせていただきます。  

議長（永田耕朗君）  

   受理番号７について、質疑を行います。  

   質疑はありませんか。  

   （「なし」の声あり）  

   質疑なしと認めます。  

   これで質疑を終わります。  

   討論はありませんか。  

   （「なし」の声あり）  

   討論なしと認めます。  

   これで討論を終わります。  

   これから採決を行います。  

この請願に対する委員長の報告は採択です。  

この請願について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の

方の挙手を求めます。  

   賛成全員。  

   したがって、受理番号７、佐川町に初めての図書館建設を求める

請願書は、委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 

   受理番号１について、質疑を行います。  

   質疑はありませんか。  

   （「なし」の声あり）  

   質疑なしと認めます。  

   これで質疑を終わります。  

   討論はありませんか。  

   （「なし」の声あり）  

   討論なしと認めます。  
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   これで討論を終わります。  

   これから採決を行います。  

   この陳情に対する委員長の報告は、採択です。  

   この陳情について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の

方の挙手を求めます。  

   賛成全員。  

   したがって、受理番号１、「核兵器全面禁止の決断と行動を求め

る」意見書採択の陳情書は、委員長の報告のとおり決定することに

しました。  

   受理番号４について、質疑を行います。  

   質疑はありませんか。  

   （「なし」の声あり）  

   質疑なしと認めます。  

   これで質疑を終わります。  

   討論はありませんか。  

   （「なし」の声あり）  

   討論なしと認めます。  

   これで討論を終わります。  

   これから採決を行います。  

   この陳情に対する委員長の報告は採択です。  

   この陳情について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の

方の挙手を求めます。  

   賛成全員。  

   したがって、受理番号４、来年４月からの消費税率引き上げを中

止することを求める意見書採択のお願いは、委員長の報告のとおり

採択することに決定しました。  

   本日の会議は、これをもちまして終わります。  

   本日は、これをもって散会します。  

   次の開会を、13 日の午前９時とします。  

 

 

   散会  午後２時 53 分  

 

 


